
一
頁

行
政
機
関
等
の
保
有
す
る
個
人
情
報
の
適
正
か
つ
効
果
的
な
活
用
に
よ
る
新
た
な
産
業
の
創
出
並
び
に
活
力
あ
る
経
済

社
会
及
び
豊
か
な
国
民
生
活
の
実
現
に
資
す
る
た
め
の
関
係
法
律
の
整
備
に
関
す
る
法
律

（
行
政
機
関
の
保
有
す
る
個
人
情
報
の
保
護
に
関
す
る
法
律
の
一
部
改
正
）

第
一
条

行
政
機
関
の
保
有
す
る
個
人
情
報
の
保
護
に
関
す
る
法
律
（
平
成
十
五
年
法
律
第
五
十
八
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う

に
改
正
す
る
。

「
第
四
章
の
二

行
政
機
関
非
識
別
加
工
情
報
の
提
供

目
次
中
「
第
五
章

雑
則
（
第
四
十
五
条
―
第
五
十
二
条
）
」
を

第
五
章

雑
則
（
第
四
十
五
条
―
第
五
十
二
条
）

（
第
四
十
四
条
の
二
―
第
四
十
四
条
の
十
六
）

に
改
め
る
。

」

第
一
条
中
「
か
ん
が
み
」
を
「
鑑
み
」
に
改
め
、
「
基
本
的
事
項
」
の
下
に
「
及
び
行
政
機
関
非
識
別
加
工
情
報
（
行
政

機
関
非
識
別
加
工
情
報
フ
ァ
イ
ル
を
構
成
す
る
も
の
に
限
る
。
）
の
提
供
に
関
す
る
事
項
」
を
加
え
、
「
図
り
つ
つ
」
を
「

図
り
、
並
び
に
個
人
情
報
の
適
正
か
つ
効
果
的
な
活
用
が
新
た
な
産
業
の
創
出
並
び
に
活
力
あ
る
経
済
社
会
及
び
豊
か
な
国

民
生
活
の
実
現
に
資
す
る
も
の
で
あ
る
こ
と
そ
の
他
の
個
人
情
報
の
有
用
性
に
配
慮
し
つ
つ
」
に
改
め
る
。



二
頁

第
二
条
第
二
項
中
「
当
該
情
報
に
含
ま
れ
る
氏
名
、
生
年
月
日
そ
の
他
の
記
述
等
に
よ
り
特
定
の
個
人
を
識
別
す
る
こ
と

が
で
き
る
も
の
（
他
の
情
報
と
照
合
す
る
こ
と
が
で
き
、
そ
れ
に
よ
り
特
定
の
個
人
を
識
別
す
る
こ
と
が
で
き
る
こ
と
と
な

る
も
の
を
含
む
。
）
」
を
「
次
の
各
号
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
も
の
」
に
改
め
、
同
項
に
次
の
各
号
を
加
え
る
。

一

当
該
情
報
に
含
ま
れ
る
氏
名
、
生
年
月
日
そ
の
他
の
記
述
等
（
文
書
、
図
画
若
し
く
は
電
磁
的
記
録
（
電
磁
的
方
式

（
電
子
的
方
式
、
磁
気
的
方
式
そ
の
他
人
の
知
覚
に
よ
っ
て
は
認
識
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
方
式
を
い
う
。
次
項
第
二

号
に
お
い
て
同
じ
。
）
で
作
ら
れ
る
記
録
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
に
記
載
さ
れ
、
若
し
く
は
記
録
さ
れ
、
又
は
音
声

、
動
作
そ
の
他
の
方
法
を
用
い
て
表
さ
れ
た
一
切
の
事
項
（
個
人
識
別
符
号
を
除
く
。
）
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
に

よ
り
特
定
の
個
人
を
識
別
す
る
こ
と
が
で
き
る
も
の
（
他
の
情
報
と
照
合
す
る
こ
と
が
で
き
、
そ
れ
に
よ
り
特
定
の
個

人
を
識
別
す
る
こ
と
が
で
き
る
こ
と
と
な
る
も
の
を
含
む
。
）

二

個
人
識
別
符
号
が
含
ま
れ
る
も
の

第
二
条
中
第
五
項
を
第
七
項
と
し
、
第
四
項
を
第
六
項
と
し
、
同
条
第
三
項
た
だ
し
書
中
「
平
成
十
一
年
法
律
第
四
十
二

号
」
の
下
に
「
。
以
下
「
行
政
機
関
情
報
公
開
法
」
と
い
う
。
」
を
加
え
、
同
項
を
同
条
第
五
項
と
し
、
同
条
第
二
項
の
次

に
次
の
二
項
を
加
え
る
。



三
頁

３

こ
の
法
律
に
お
い
て
「
個
人
識
別
符
号
」
と
は
、
次
の
各
号
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
文
字
、
番
号
、
記
号
そ
の
他
の

符
号
の
う
ち
、
政
令
で
定
め
る
も
の
を
い
う
。

一

特
定
の
個
人
の
身
体
の
一
部
の
特
徴
を
電
子
計
算
機
の
用
に
供
す
る
た
め
に
変
換
し
た
文
字
、
番
号
、
記
号
そ
の
他

の
符
号
で
あ
っ
て
、
当
該
特
定
の
個
人
を
識
別
す
る
こ
と
が
で
き
る
も
の

二

個
人
に
提
供
さ
れ
る
役
務
の
利
用
若
し
く
は
個
人
に
販
売
さ
れ
る
商
品
の
購
入
に
関
し
割
り
当
て
ら
れ
、
又
は
個
人

に
発
行
さ
れ
る
カ
ー
ド
そ
の
他
の
書
類
に
記
載
さ
れ
、
若
し
く
は
電
磁
的
方
式
に
よ
り
記
録
さ
れ
た
文
字
、
番
号
、
記

号
そ
の
他
の
符
号
で
あ
っ
て
、
そ
の
利
用
者
若
し
く
は
購
入
者
又
は
発
行
を
受
け
る
者
ご
と
に
異
な
る
も
の
と
な
る
よ

う
に
割
り
当
て
ら
れ
、
又
は
記
載
さ
れ
、
若
し
く
は
記
録
さ
れ
る
こ
と
に
よ
り
、
特
定
の
利
用
者
若
し
く
は
購
入
者
又

は
発
行
を
受
け
る
者
を
識
別
す
る
こ
と
が
で
き
る
も
の

４

こ
の
法
律
に
お
い
て
「
要
配
慮
個
人
情
報
」
と
は
、
本
人
の
人
種
、
信
条
、
社
会
的
身
分
、
病
歴
、
犯
罪
の
経
歴
、
犯

罪
に
よ
り
害
を
被
っ
た
事
実
そ
の
他
本
人
に
対
す
る
不
当
な
差
別
、
偏
見
そ
の
他
の
不
利
益
が
生
じ
な
い
よ
う
に
そ
の
取

扱
い
に
特
に
配
慮
を
要
す
る
も
の
と
し
て
政
令
で
定
め
る
記
述
等
が
含
ま
れ
る
個
人
情
報
を
い
う
。

第
二
条
に
次
の
四
項
を
加
え
る
。



四
頁

８

こ
の
法
律
に
お
い
て
「
非
識
別
加
工
情
報
」
と
は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
個
人
情
報
（
他
の
情
報
と
照
合
す
る
こ
と
が

で
き
、
そ
れ
に
よ
り
特
定
の
個
人
を
識
別
す
る
こ
と
が
で
き
る
こ
と
と
な
る
も
の
（
他
の
情
報
と
容
易
に
照
合
す
る
こ
と

が
で
き
、
そ
れ
に
よ
り
特
定
の
個
人
を
識
別
す
る
こ
と
が
で
き
る
こ
と
と
な
る
も
の
を
除
く
。
）
を
除
く
。
以
下
こ
の
項

に
お
い
て
同
じ
。
）
の
区
分
に
応
じ
て
当
該
各
号
に
定
め
る
措
置
を
講
じ
て
特
定
の
個
人
を
識
別
す
る
こ
と
が
で
き
な
い

（
個
人
に
関
す
る
情
報
に
つ
い
て
、
当
該
個
人
に
関
す
る
情
報
に
含
ま
れ
る
記
述
等
に
よ
り
、
又
は
当
該
個
人
に
関
す
る

情
報
が
他
の
情
報
と
照
合
す
る
こ
と
が
で
き
る
個
人
に
関
す
る
情
報
で
あ
る
場
合
に
あ
っ
て
は
他
の
情
報
（
当
該
個
人
に

関
す
る
情
報
の
全
部
又
は
一
部
を
含
む
個
人
情
報
そ
の
他
の
個
人
情
報
保
護
委
員
会
規
則
で
定
め
る
情
報
を
除
く
。
）
と

照
合
す
る
こ
と
に
よ
り
、
特
定
の
個
人
を
識
別
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
こ
と
を
い
う
。
第
四
十
四
条
の
十
第
一
項
に
お
い

て
同
じ
。
）
よ
う
に
個
人
情
報
を
加
工
し
て
得
ら
れ
る
個
人
に
関
す
る
情
報
で
あ
っ
て
、
当
該
個
人
情
報
を
復
元
す
る
こ

と
が
で
き
な
い
よ
う
に
し
た
も
の
を
い
う
。

一

第
二
項
第
一
号
に
該
当
す
る
個
人
情
報

当
該
個
人
情
報
に
含
ま
れ
る
記
述
等
の
一
部
を
削
除
す
る
こ
と
（
当
該
一

部
の
記
述
等
を
復
元
す
る
こ
と
の
で
き
る
規
則
性
を
有
し
な
い
方
法
に
よ
り
他
の
記
述
等
に
置
き
換
え
る
こ
と
を
含
む

。
）
。



五
頁

二

第
二
項
第
二
号
に
該
当
す
る
個
人
情
報

当
該
個
人
情
報
に
含
ま
れ
る
個
人
識
別
符
号
の
全
部
を
削
除
す
る
こ
と
（

当
該
個
人
識
別
符
号
を
復
元
す
る
こ
と
の
で
き
る
規
則
性
を
有
し
な
い
方
法
に
よ
り
他
の
記
述
等
に
置
き
換
え
る
こ
と

を
含
む
。
）
。

９

こ
の
法
律
に
お
い
て
「
行
政
機
関
非
識
別
加
工
情
報
」
と
は
、
次
の
各
号
の
い
ず
れ
に
も
該
当
す
る
個
人
情
報
フ
ァ
イ

ル
を
構
成
す
る
保
有
個
人
情
報
（
他
の
情
報
と
照
合
す
る
こ
と
が
で
き
、
そ
れ
に
よ
り
特
定
の
個
人
を
識
別
す
る
こ
と
が

で
き
る
こ
と
と
な
る
も
の
（
他
の
情
報
と
容
易
に
照
合
す
る
こ
と
が
で
き
、
そ
れ
に
よ
り
特
定
の
個
人
を
識
別
す
る
こ
と

が
で
き
る
こ
と
と
な
る
も
の
を
除
く
。
）
を
除
く
。
以
下
こ
の
項
に
お
い
て
同
じ
。
）
の
全
部
又
は
一
部
（
こ
れ
ら
の
一

部
に
行
政
機
関
情
報
公
開
法
第
五
条
に
規
定
す
る
不
開
示
情
報
（
同
条
第
一
号
に
掲
げ
る
情
報
を
除
く
。
以
下
こ
の
項
に

お
い
て
同
じ
。
）
が
含
ま
れ
て
い
る
と
き
は
、
当
該
不
開
示
情
報
に
該
当
す
る
部
分
を
除
く
。
）
を
加
工
し
て
得
ら
れ
る

非
識
別
加
工
情
報
を
い
う
。

一

第
十
一
条
第
二
項
各
号
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
も
の
又
は
同
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
同
条
第
一
項
に
規
定
す
る

個
人
情
報
フ
ァ
イ
ル
簿
に
掲
載
し
な
い
こ
と
と
さ
れ
る
も
の
で
な
い
こ
と
。

二

行
政
機
関
情
報
公
開
法
第
三
条
に
規
定
す
る
行
政
機
関
の
長
に
対
し
、
当
該
個
人
情
報
フ
ァ
イ
ル
を
構
成
す
る
保
有



六
頁

個
人
情
報
が
記
録
さ
れ
て
い
る
行
政
文
書
の
同
条
の
規
定
に
よ
る
開
示
の
請
求
が
あ
っ
た
と
し
た
な
ら
ば
、
当
該
行
政

機
関
の
長
が
次
の
い
ず
れ
か
を
行
う
こ
と
と
な
る
も
の
で
あ
る
こ
と
。

イ

当
該
行
政
文
書
に
記
録
さ
れ
て
い
る
保
有
個
人
情
報
の
全
部
又
は
一
部
を
開
示
す
る
旨
の
決
定
を
す
る
こ
と
。

ロ

行
政
機
関
情
報
公
開
法
第
十
三
条
第
一
項
又
は
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
意
見
書
の
提
出
の
機
会
を
与
え
る
こ
と
。

三

行
政
の
適
正
か
つ
円
滑
な
運
営
に
支
障
の
な
い
範
囲
内
で
、
第
四
十
四
条
の
十
第
一
項
の
基
準
に
従
い
、
当
該
個
人

情
報
フ
ァ
イ
ル
を
構
成
す
る
保
有
個
人
情
報
を
加
工
し
て
非
識
別
加
工
情
報
を
作
成
す
る
こ
と
が
で
き
る
も
の
で
あ
る

こ
と
。

こ
の
法
律
に
お
い
て
「
行
政
機
関
非
識
別
加
工
情
報
フ
ァ
イ
ル
」
と
は
、
行
政
機
関
非
識
別
加
工
情
報
を
含
む
情
報
の

10
集
合
物
で
あ
っ
て
、
次
に
掲
げ
る
も
の
を
い
う
。

一

特
定
の
行
政
機
関
非
識
別
加
工
情
報
を
電
子
計
算
機
を
用
い
て
検
索
す
る
こ
と
が
で
き
る
よ
う
に
体
系
的
に
構
成
し

た
も
の

二

前
号
に
掲
げ
る
も
の
の
ほ
か
、
特
定
の
行
政
機
関
非
識
別
加
工
情
報
を
容
易
に
検
索
す
る
こ
と
が
で
き
る
よ
う
に
体

系
的
に
構
成
し
た
も
の
と
し
て
政
令
で
定
め
る
も
の



七
頁

こ
の
法
律
に
お
い
て
「
行
政
機
関
非
識
別
加
工
情
報
取
扱
事
業
者
」
と
は
、
行
政
機
関
非
識
別
加
工
情
報
フ
ァ
イ
ル
を

11
事
業
の
用
に
供
し
て
い
る
者
を
い
う
。
た
だ
し
、
次
に
掲
げ
る
者
を
除
く
。

一

国
の
機
関

二

独
立
行
政
法
人
等
（
独
立
行
政
法
人
等
の
保
有
す
る
個
人
情
報
の
保
護
に
関
す
る
法
律
（
平
成
十
五
年
法
律
第
五
十

九
号
。
以
下
「
独
立
行
政
法
人
等
個
人
情
報
保
護
法
」
と
い
う
。
）
第
二
条
第
一
項
に
規
定
す
る
独
立
行
政
法
人
等
を

い
う
。
以
下
同
じ
。
）

三

地
方
公
共
団
体

四

地
方
独
立
行
政
法
人
（
地
方
独
立
行
政
法
人
法
（
平
成
十
五
年
法
律
第
百
十
八
号
）
第
二
条
第
一
項
に
規
定
す
る
地

方
独
立
行
政
法
人
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）

第
四
条
中
「
電
子
的
方
式
、
磁
気
的
方
式
そ
の
他
人
の
知
覚
に
よ
っ
て
は
認
識
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
方
式
で
作
ら
れ
る

記
録
（
第
二
十
四
条
及
び
第
五
十
五
条
に
お
い
て
「
電
磁
的
記
録
」
と
い
う
。
）
」
を
「
電
磁
的
記
録
」
に
改
め
、
同
条
第

三
号
中
「
（
独
立
行
政
法
人
等
の
保
有
す
る
個
人
情
報
の
保
護
に
関
す
る
法
律
（
平
成
十
五
年
法
律
第
五
十
九
号
。
以
下
「

独
立
行
政
法
人
等
個
人
情
報
保
護
法
」
と
い
う
。
）
第
二
条
第
一
項
に
規
定
す
る
独
立
行
政
法
人
等
を
い
う
。
以
下
同
じ
。



八
頁

）
」
及
び
「
（
地
方
独
立
行
政
法
人
法
（
平
成
十
五
年
法
律
第
百
十
八
号
）
第
二
条
第
一
項
に
規
定
す
る
地
方
独
立
行
政
法

人
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
」
を
削
る
。

第
五
条
中
「
保
有
個
人
情
報
」
の
下
に
「
（
行
政
機
関
非
識
別
加
工
情
報
（
行
政
機
関
非
識
別
加
工
情
報
フ
ァ
イ
ル
を
構

成
す
る
も
の
に
限
る
。
次
条
第
二
項
に
お
い
て
同
じ
。
）
及
び
削
除
情
報
（
第
四
十
四
条
の
二
第
三
項
に
規
定
す
る
削
除
情

報
を
い
う
。
次
条
第
二
項
及
び
第
十
条
第
二
項
第
五
号
の
三
に
お
い
て
同
じ
。
）
に
該
当
す
る
も
の
を
除
く
。
次
条
第
一
項

、
第
八
条
及
び
第
十
二
条
第
一
項
に
お
い
て
同
じ
。
）
」
を
加
え
る
。

第
六
条
第
一
項
中
「
き
損
」
を
「
毀
損
」
に
改
め
、
同
条
第
二
項
中
「
個
人
情
報
」
の
下
に
「
（
行
政
機
関
非
識
別
加
工

情
報
及
び
削
除
情
報
に
該
当
す
る
も
の
を
除
く
。
次
条
、
第
三
十
八
条
、
第
四
十
八
条
、
第
五
十
条
及
び
第
五
十
一
条
に
お

い
て
同
じ
。
）
」
を
加
え
る
。

第
十
条
第
一
項
中
「
及
び
第
五
十
一
条
」
を
「
、
第
五
十
一
条
及
び
第
五
十
一
条
の
五
か
ら
第
五
十
一
条
の
七
ま
で
」
に

改
め
、
同
項
第
五
号
の
次
に
次
の
一
号
を
加
え
る
。

五
の
二

記
録
情
報
に
要
配
慮
個
人
情
報
が
含
ま
れ
る
と
き
は
、
そ
の
旨

第
十
条
第
二
項
第
五
号
の
次
に
次
の
二
号
を
加
え
る
。



九
頁

五
の
二

行
政
機
関
非
識
別
加
工
情
報
フ
ァ
イ
ル
に
該
当
す
る
個
人
情
報
フ
ァ
イ
ル

五
の
三

記
録
情
報
に
削
除
情
報
が
含
ま
れ
る
個
人
情
報
フ
ァ
イ
ル

第
十
条
第
二
項
第
十
一
号
中
「
第
二
条
第
四
項
第
二
号
」
を
「
第
二
条
第
六
項
第
二
号
」
に
改
め
る
。

第
十
一
条
第
一
項
中
「
第
三
項
に
お
い
て
」
を
「
以
下
」
に
改
め
る
。

第
十
四
条
第
二
号
中
「
含
む
。
）
」
の
下
に
「
若
し
く
は
個
人
識
別
符
号
が
含
ま
れ
る
も
の
」
を
加
え
る
。

第
十
五
条
第
二
項
中
「
記
述
等
」
の
下
に
「
及
び
個
人
識
別
符
号
」
を
加
え
る
。

第
二
十
二
条
第
二
項
及
び
第
三
十
四
条
第
二
項
中
「
第
二
条
第
三
項
」
を
「
第
二
条
第
五
項
」
に
改
め
る
。

第
四
章
の
次
に
次
の
一
章
を
加
え
る
。

第
四
章
の
二

行
政
機
関
非
識
別
加
工
情
報
の
提
供

（
行
政
機
関
非
識
別
加
工
情
報
の
作
成
及
び
提
供
等
）

第
四
十
四
条
の
二

行
政
機
関
の
長
は
、
こ
の
章
の
規
定
に
従
い
、
行
政
機
関
非
識
別
加
工
情
報
（
行
政
機
関
非
識
別
加
工

情
報
フ
ァ
イ
ル
を
構
成
す
る
も
の
に
限
る
。
以
下
こ
の
章
及
び
次
章
に
お
い
て
同
じ
。
）
を
作
成
し
、
及
び
提
供
す
る
こ

と
が
で
き
る
。



一
〇
頁

２

行
政
機
関
の
長
は
、
法
令
に
基
づ
く
場
合
を
除
き
、
利
用
目
的
以
外
の
目
的
の
た
め
に
行
政
機
関
非
識
別
加
工
情
報
及

び
削
除
情
報
（
保
有
個
人
情
報
に
該
当
す
る
も
の
に
限
る
。
）
を
自
ら
利
用
し
、
又
は
提
供
し
て
は
な
ら
な
い
。

３

前
項
の
「
削
除
情
報
」
と
は
、
行
政
機
関
非
識
別
加
工
情
報
の
作
成
に
用
い
た
保
有
個
人
情
報
（
他
の
情
報
と
照
合
す

る
こ
と
が
で
き
、
そ
れ
に
よ
り
特
定
の
個
人
を
識
別
す
る
こ
と
が
で
き
る
こ
と
と
な
る
も
の
（
他
の
情
報
と
容
易
に
照
合

す
る
こ
と
が
で
き
、
そ
れ
に
よ
り
特
定
の
個
人
を
識
別
す
る
こ
と
が
で
き
る
こ
と
と
な
る
も
の
を
除
く
。
）
を
除
く
。
以

下
こ
の
章
に
お
い
て
同
じ
。
）
か
ら
削
除
し
た
記
述
等
及
び
個
人
識
別
符
号
を
い
う
。

（
提
案
の
募
集
に
関
す
る
事
項
の
個
人
情
報
フ
ァ
イ
ル
簿
へ
の
記
載
）

第
四
十
四
条
の
三

行
政
機
関
の
長
は
、
当
該
行
政
機
関
が
保
有
し
て
い
る
個
人
情
報
フ
ァ
イ
ル
が
第
二
条
第
九
項
各
号
の

い
ず
れ
に
も
該
当
す
る
と
認
め
る
と
き
は
、
当
該
個
人
情
報
フ
ァ
イ
ル
に
つ
い
て
は
、
個
人
情
報
フ
ァ
イ
ル
簿
に
次
に
掲

げ
る
事
項
を
記
載
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
こ
の
場
合
に
お
け
る
当
該
個
人
情
報
フ
ァ
イ
ル
に
つ
い
て
の
第
十
一
条
第
一

項
の
規
定
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
同
項
中
「
第
九
号
」
と
あ
る
の
は
、
「
第
九
号
並
び
に
第
四
十
四
条
の
三
各
号
」
と
す

る
。

一

第
四
十
四
条
の
五
第
一
項
の
提
案
の
募
集
を
す
る
個
人
情
報
フ
ァ
イ
ル
で
あ
る
旨



一
一
頁

二

第
四
十
四
条
の
五
第
一
項
の
提
案
を
受
け
る
組
織
の
名
称
及
び
所
在
地

三

当
該
個
人
情
報
フ
ァ
イ
ル
が
第
二
条
第
九
項
第
二
号
（
ロ
に
係
る
部
分
に
限
る
。
）
に
該
当
す
る
と
き
は
、
第
四
十

四
条
の
八
第
一
項
に
お
い
て
準
用
す
る
行
政
機
関
情
報
公
開
法
第
十
三
条
第
一
項
又
は
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
意
見
書

の
提
出
の
機
会
が
与
え
ら
れ
る
旨

（
提
案
の
募
集
）

第
四
十
四
条
の
四

行
政
機
関
の
長
は
、
個
人
情
報
保
護
委
員
会
規
則
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
定
期
的
に
、
当
該
行
政

機
関
が
保
有
し
て
い
る
個
人
情
報
フ
ァ
イ
ル
（
個
人
情
報
フ
ァ
イ
ル
簿
に
前
条
第
一
号
に
掲
げ
る
事
項
の
記
載
が
あ
る
も

の
に
限
る
。
以
下
こ
の
章
に
お
い
て
同
じ
。
）
に
つ
い
て
、
次
条
第
一
項
の
提
案
を
募
集
す
る
も
の
と
す
る
。

（
行
政
機
関
非
識
別
加
工
情
報
を
そ
の
用
に
供
し
て
行
う
事
業
に
関
す
る
提
案
）

第
四
十
四
条
の
五

前
条
の
規
定
に
よ
る
募
集
に
応
じ
て
個
人
情
報
フ
ァ
イ
ル
を
構
成
す
る
保
有
個
人
情
報
を
加
工
し
て
作

成
す
る
行
政
機
関
非
識
別
加
工
情
報
を
そ
の
事
業
の
用
に
供
す
る
行
政
機
関
非
識
別
加
工
情
報
取
扱
事
業
者
に
な
ろ
う
と

す
る
者
は
、
行
政
機
関
の
長
に
対
し
、
当
該
事
業
に
関
す
る
提
案
を
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

２

前
項
の
提
案
は
、
個
人
情
報
保
護
委
員
会
規
則
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
次
に
掲
げ
る
事
項
を
記
載
し
た
書
面
を
行



一
二
頁

政
機
関
の
長
に
提
出
し
て
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一

提
案
を
す
る
者
の
氏
名
又
は
名
称
及
び
住
所
又
は
居
所
並
び
に
法
人
そ
の
他
の
団
体
に
あ
っ
て
は
、
そ
の
代
表
者
の

氏
名

二

提
案
に
係
る
個
人
情
報
フ
ァ
イ
ル
の
名
称

三

提
案
に
係
る
行
政
機
関
非
識
別
加
工
情
報
の
本
人
の
数

四

前
号
に
掲
げ
る
も
の
の
ほ
か
、
提
案
に
係
る
行
政
機
関
非
識
別
加
工
情
報
の
作
成
に
用
い
る
第
四
十
四
条
の
十
第
一

項
の
規
定
に
よ
る
加
工
の
方
法
を
特
定
す
る
に
足
り
る
事
項

五

提
案
に
係
る
行
政
機
関
非
識
別
加
工
情
報
の
利
用
の
目
的
及
び
方
法
そ
の
他
当
該
行
政
機
関
非
識
別
加
工
情
報
が
そ

の
用
に
供
さ
れ
る
事
業
の
内
容

六

提
案
に
係
る
行
政
機
関
非
識
別
加
工
情
報
を
前
号
の
事
業
の
用
に
供
し
よ
う
と
す
る
期
間

七

提
案
に
係
る
行
政
機
関
非
識
別
加
工
情
報
の
漏
え
い
の
防
止
そ
の
他
当
該
行
政
機
関
非
識
別
加
工
情
報
の
適
切
な
管

理
の
た
め
に
講
ず
る
措
置

八

前
各
号
に
掲
げ
る
も
の
の
ほ
か
、
個
人
情
報
保
護
委
員
会
規
則
で
定
め
る
事
項



一
三
頁

３

前
項
の
書
面
に
は
、
次
に
掲
げ
る
書
面
そ
の
他
個
人
情
報
保
護
委
員
会
規
則
で
定
め
る
書
類
を
添
付
し
な
け
れ
ば
な
ら

な
い
。

一

第
一
項
の
提
案
を
す
る
者
が
次
条
各
号
の
い
ず
れ
に
も
該
当
し
な
い
こ
と
を
誓
約
す
る
書
面

二

前
項
第
五
号
の
事
業
が
新
た
な
産
業
の
創
出
又
は
活
力
あ
る
経
済
社
会
若
し
く
は
豊
か
な
国
民
生
活
の
実
現
に
資
す

る
も
の
で
あ
る
こ
と
を
明
ら
か
に
す
る
書
面

（
欠
格
事
由
）

第
四
十
四
条
の
六

次
の
各
号
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
者
は
、
前
条
第
一
項
の
提
案
を
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
。

一

未
成
年
者
、
成
年
被
後
見
人
又
は
被
保
佐
人

二

破
産
手
続
開
始
の
決
定
を
受
け
て
復
権
を
得
な
い
者

三

禁
錮
以
上
の
刑
に
処
せ
ら
れ
、
又
は
こ
の
法
律
、
個
人
情
報
の
保
護
に
関
す
る
法
律
（
平
成
十
五
年
法
律
第
五
十
七

号
）
若
し
く
は
独
立
行
政
法
人
等
個
人
情
報
保
護
法
の
規
定
に
よ
り
刑
に
処
せ
ら
れ
、
そ
の
執
行
を
終
わ
り
、
又
は
執

行
を
受
け
る
こ
と
が
な
く
な
っ
た
日
か
ら
起
算
し
て
二
年
を
経
過
し
な
い
者

四

第
四
十
四
条
の
十
四
の
規
定
に
よ
り
行
政
機
関
非
識
別
加
工
情
報
の
利
用
に
関
す
る
契
約
を
解
除
さ
れ
、
そ
の
解
除



一
四
頁

の
日
か
ら
起
算
し
て
二
年
を
経
過
し
な
い
者

五

独
立
行
政
法
人
等
個
人
情
報
保
護
法
第
四
十
四
条
の
十
四
の
規
定
に
よ
り
独
立
行
政
法
人
等
個
人
情
報
保
護
法
第
二

条
第
九
項
に
規
定
す
る
独
立
行
政
法
人
等
非
識
別
加
工
情
報
（
同
条
第
十
項
に
規
定
す
る
独
立
行
政
法
人
等
非
識
別
加

工
情
報
フ
ァ
イ
ル
を
構
成
す
る
も
の
に
限
る
。
）
の
利
用
に
関
す
る
契
約
を
解
除
さ
れ
、
そ
の
解
除
の
日
か
ら
起
算
し

て
二
年
を
経
過
し
な
い
者

六

法
人
そ
の
他
の
団
体
で
あ
っ
て
、
そ
の
役
員
の
う
ち
に
前
各
号
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
者
が
あ
る
も
の

（
提
案
の
審
査
等
）

第
四
十
四
条
の
七

行
政
機
関
の
長
は
、
第
四
十
四
条
の
五
第
一
項
の
提
案
が
あ
っ
た
と
き
は
、
当
該
提
案
が
次
に
掲
げ
る

基
準
に
適
合
す
る
か
ど
う
か
を
審
査
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一

第
四
十
四
条
の
五
第
一
項
の
提
案
を
し
た
者
が
前
条
各
号
の
い
ず
れ
に
も
該
当
し
な
い
こ
と
。

二

第
四
十
四
条
の
五
第
二
項
第
三
号
の
提
案
に
係
る
行
政
機
関
非
識
別
加
工
情
報
の
本
人
の
数
が
、
行
政
機
関
非
識
別

加
工
情
報
の
効
果
的
な
活
用
の
観
点
か
ら
み
て
個
人
情
報
保
護
委
員
会
規
則
で
定
め
る
数
以
上
で
あ
り
、
か
つ
、
提
案

に
係
る
個
人
情
報
フ
ァ
イ
ル
を
構
成
す
る
保
有
個
人
情
報
の
本
人
の
数
以
下
で
あ
る
こ
と
。



一
五
頁

三

第
四
十
四
条
の
五
第
二
項
第
三
号
及
び
第
四
号
に
掲
げ
る
事
項
に
よ
り
特
定
さ
れ
る
加
工
の
方
法
が
第
四
十
四
条
の

十
第
一
項
の
基
準
に
適
合
す
る
も
の
で
あ
る
こ
と
。

四

第
四
十
四
条
の
五
第
二
項
第
五
号
の
事
業
が
新
た
な
産
業
の
創
出
又
は
活
力
あ
る
経
済
社
会
若
し
く
は
豊
か
な
国
民

生
活
の
実
現
に
資
す
る
も
の
で
あ
る
こ
と
。

五

第
四
十
四
条
の
五
第
二
項
第
六
号
の
期
間
が
行
政
機
関
非
識
別
加
工
情
報
の
効
果
的
な
活
用
の
観
点
か
ら
み
て
個
人

情
報
保
護
委
員
会
規
則
で
定
め
る
期
間
を
超
え
な
い
も
の
で
あ
る
こ
と
。

六

第
四
十
四
条
の
五
第
二
項
第
五
号
の
提
案
に
係
る
行
政
機
関
非
識
別
加
工
情
報
の
利
用
の
目
的
及
び
方
法
並
び
に
同

項
第
七
号
の
措
置
が
当
該
行
政
機
関
非
識
別
加
工
情
報
の
本
人
の
権
利
利
益
を
保
護
す
る
た
め
に
適
切
な
も
の
で
あ
る

こ
と
。

七

前
各
号
に
掲
げ
る
も
の
の
ほ
か
、
個
人
情
報
保
護
委
員
会
規
則
で
定
め
る
基
準
に
適
合
す
る
も
の
で
あ
る
こ
と
。

２

行
政
機
関
の
長
は
、
前
項
の
規
定
に
よ
り
審
査
し
た
結
果
、
第
四
十
四
条
の
五
第
一
項
の
提
案
が
前
項
各
号
に
掲
げ
る

基
準
に
適
合
す
る
と
認
め
る
と
き
は
、
個
人
情
報
保
護
委
員
会
規
則
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
当
該
提
案
を
し
た
者
に

対
し
、
次
に
掲
げ
る
事
項
を
通
知
す
る
も
の
と
す
る
。



一
六
頁

一

第
四
十
四
条
の
九
の
規
定
に
よ
り
行
政
機
関
の
長
と
の
間
で
行
政
機
関
非
識
別
加
工
情
報
の
利
用
に
関
す
る
契
約
を

締
結
す
る
こ
と
が
で
き
る
旨

二

前
号
に
掲
げ
る
も
の
の
ほ
か
、
個
人
情
報
保
護
委
員
会
規
則
で
定
め
る
事
項

３

行
政
機
関
の
長
は
、
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
審
査
し
た
結
果
、
第
四
十
四
条
の
五
第
一
項
の
提
案
が
第
一
項
各
号
に
掲

げ
る
基
準
の
い
ず
れ
か
に
適
合
し
な
い
と
認
め
る
と
き
は
、
個
人
情
報
保
護
委
員
会
規
則
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
当

該
提
案
を
し
た
者
に
対
し
、
理
由
を
付
し
て
、
そ
の
旨
を
通
知
す
る
も
の
と
す
る
。

（
第
三
者
に
対
す
る
意
見
書
提
出
の
機
会
の
付
与
等
）

第
四
十
四
条
の
八

個
人
情
報
フ
ァ
イ
ル
簿
に
第
四
十
四
条
の
三
第
三
号
に
掲
げ
る
事
項
の
記
載
が
あ
る
個
人
情
報
フ
ァ
イ

ル
に
係
る
第
四
十
四
条
の
五
第
一
項
の
提
案
に
つ
い
て
は
、
当
該
提
案
を
当
該
提
案
に
係
る
個
人
情
報
フ
ァ
イ
ル
を
構
成

す
る
保
有
個
人
情
報
が
記
録
さ
れ
て
い
る
行
政
文
書
の
行
政
機
関
情
報
公
開
法
第
三
条
の
規
定
に
よ
る
開
示
の
請
求
と
、

前
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
通
知
を
当
該
行
政
文
書
の
全
部
又
は
一
部
を
開
示
す
る
旨
の
決
定
と
み
な
し
て
、
行
政
機
関

情
報
公
開
法
第
十
三
条
第
一
項
及
び
第
二
項
の
規
定
を
準
用
す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
同
条
第
一
項
中
「
行
政
機
関

の
長
」
と
あ
る
の
は
、
「
行
政
機
関
の
長
（
行
政
機
関
の
保
有
す
る
個
人
情
報
の
保
護
に
関
す
る
法
律
第
五
条
に
規
定
す



一
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る
行
政
機
関
の
長
を
い
う
。
次
項
に
お
い
て
同
じ
。
）
」
と
読
み
替
え
る
も
の
と
す
る
ほ
か
、
必
要
な
技
術
的
読
替
え
は

、
政
令
で
定
め
る
。

２

前
項
に
お
い
て
準
用
す
る
行
政
機
関
情
報
公
開
法
第
十
三
条
第
一
項
又
は
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
意
見
書
の
提
出
の
機

会
を
与
え
ら
れ
た
同
条
第
一
項
に
規
定
す
る
第
三
者
が
第
四
十
四
条
の
五
第
一
項
の
提
案
に
係
る
行
政
機
関
非
識
別
加
工

情
報
の
作
成
に
反
対
の
意
思
を
表
示
し
た
意
見
書
を
提
出
し
た
と
き
は
、
当
該
提
案
に
係
る
個
人
情
報
フ
ァ
イ
ル
か
ら
当

該
第
三
者
を
本
人
と
す
る
保
有
個
人
情
報
を
除
い
た
部
分
を
当
該
提
案
に
係
る
個
人
情
報
フ
ァ
イ
ル
と
み
な
し
て
、
こ
の

章
の
規
定
を
適
用
す
る
。

（
行
政
機
関
非
識
別
加
工
情
報
の
利
用
に
関
す
る
契
約
の
締
結
）

第
四
十
四
条
の
九

第
四
十
四
条
の
七
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
通
知
を
受
け
た
者
は
、
個
人
情
報
保
護
委
員
会
規
則
で
定
め

る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
行
政
機
関
の
長
と
の
間
で
、
行
政
機
関
非
識
別
加
工
情
報
の
利
用
に
関
す
る
契
約
を
締
結
す
る
こ
と

が
で
き
る
。

（
行
政
機
関
非
識
別
加
工
情
報
の
作
成
等
）

第
四
十
四
条
の
十

行
政
機
関
の
長
は
、
行
政
機
関
非
識
別
加
工
情
報
を
作
成
す
る
と
き
は
、
特
定
の
個
人
を
識
別
す
る
こ



一
八
頁

と
が
で
き
な
い
よ
う
に
及
び
そ
の
作
成
に
用
い
る
保
有
個
人
情
報
を
復
元
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
よ
う
に
す
る
た
め
に
必

要
な
も
の
と
し
て
個
人
情
報
保
護
委
員
会
規
則
で
定
め
る
基
準
に
従
い
、
当
該
保
有
個
人
情
報
を
加
工
し
な
け
れ
ば
な
ら

な
い
。

２

前
項
の
規
定
は
、
行
政
機
関
か
ら
行
政
機
関
非
識
別
加
工
情
報
の
作
成
の
委
託
を
受
け
た
者
が
受
託
し
た
業
務
を
行
う

場
合
に
つ
い
て
準
用
す
る
。

（
行
政
機
関
非
識
別
加
工
情
報
に
関
す
る
事
項
の
個
人
情
報
フ
ァ
イ
ル
簿
へ
の
記
載
）

第
四
十
四
条
の
十
一

行
政
機
関
の
長
は
、
行
政
機
関
非
識
別
加
工
情
報
を
作
成
し
た
と
き
は
、
当
該
行
政
機
関
非
識
別
加

工
情
報
の
作
成
に
用
い
た
保
有
個
人
情
報
を
含
む
個
人
情
報
フ
ァ
イ
ル
に
つ
い
て
は
、
個
人
情
報
フ
ァ
イ
ル
簿
に
次
に
掲

げ
る
事
項
を
記
載
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
こ
の
場
合
に
お
け
る
当
該
個
人
情
報
フ
ァ
イ
ル
に
つ
い
て
の
第
四
十
四
条
の

三
の
規
定
に
よ
り
読
み
替
え
ら
れ
た
第
十
一
条
第
一
項
の
規
定
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
同
項
中
「
並
び
に
第
四
十
四
条
の

三
各
号
」
と
あ
る
の
は
、
「
、
第
四
十
四
条
の
三
各
号
並
び
に
第
四
十
四
条
の
十
一
各
号
」
と
す
る
。

一

行
政
機
関
非
識
別
加
工
情
報
の
概
要
と
し
て
個
人
情
報
保
護
委
員
会
規
則
で
定
め
る
事
項

二

次
条
第
一
項
の
提
案
を
受
け
る
組
織
の
名
称
及
び
所
在
地



一
九
頁

三

次
条
第
一
項
の
提
案
を
す
る
こ
と
が
で
き
る
期
間

（
作
成
さ
れ
た
行
政
機
関
非
識
別
加
工
情
報
を
そ
の
用
に
供
し
て
行
う
事
業
に
関
す
る
提
案
等
）

第
四
十
四
条
の
十
二

前
条
の
規
定
に
よ
り
個
人
情
報
フ
ァ
イ
ル
簿
に
同
条
第
一
号
に
掲
げ
る
事
項
が
記
載
さ
れ
た
行
政
機

関
非
識
別
加
工
情
報
を
そ
の
事
業
の
用
に
供
す
る
行
政
機
関
非
識
別
加
工
情
報
取
扱
事
業
者
に
な
ろ
う
と
す
る
者
は
、
行

政
機
関
の
長
に
対
し
、
当
該
事
業
に
関
す
る
提
案
を
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
当
該
行
政
機
関
非
識
別
加
工
情
報
に
つ
い
て

第
四
十
四
条
の
九
の
規
定
に
よ
り
行
政
機
関
非
識
別
加
工
情
報
の
利
用
に
関
す
る
契
約
を
締
結
し
た
者
が
、
当
該
行
政
機

関
非
識
別
加
工
情
報
を
そ
の
用
に
供
す
る
事
業
を
変
更
し
よ
う
と
す
る
と
き
も
、
同
様
と
す
る
。

２

第
四
十
四
条
の
五
第
二
項
及
び
第
三
項
、
第
四
十
四
条
の
六
、
第
四
十
四
条
の
七
並
び
に
第
四
十
四
条
の
九
の
規
定
は

、
前
項
の
提
案
に
つ
い
て
準
用
す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
第
四
十
四
条
の
五
第
二
項
中
「
次
に
」
と
あ
る
の
は
「
第

一
号
及
び
第
四
号
か
ら
第
八
号
ま
で
に
」
と
、
同
項
第
四
号
中
「
前
号
に
掲
げ
る
も
の
の
ほ
か
、
提
案
」
と
あ
る
の
は
「

提
案
」
と
、
「
の
作
成
に
用
い
る
第
四
十
四
条
の
十
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
加
工
の
方
法
を
特
定
す
る
」
と
あ
る
の
は
「

を
特
定
す
る
」
と
、
同
項
第
八
号
中
「
前
各
号
」
と
あ
る
の
は
「
第
一
号
及
び
第
四
号
か
ら
前
号
ま
で
」
と
、
第
四
十
四

条
の
七
第
一
項
中
「
次
に
」
と
あ
る
の
は
「
第
一
号
及
び
第
四
号
か
ら
第
七
号
ま
で
に
」
と
、
同
項
第
七
号
中
「
前
各
号



二
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」
と
あ
る
の
は
「
第
一
号
及
び
前
三
号
」
と
、
同
条
第
二
項
中
「
前
項
各
号
」
と
あ
る
の
は
「
前
項
第
一
号
及
び
第
四
号

か
ら
第
七
号
ま
で
」
と
、
同
条
第
三
項
中
「
第
一
項
各
号
」
と
あ
る
の
は
「
第
一
項
第
一
号
及
び
第
四
号
か
ら
第
七
号
ま

で
」
と
読
み
替
え
る
も
の
と
す
る
。

（
手
数
料
）

第
四
十
四
条
の
十
三

第
四
十
四
条
の
九
の
規
定
に
よ
り
行
政
機
関
非
識
別
加
工
情
報
の
利
用
に
関
す
る
契
約
を
締
結
す
る

者
は
、
政
令
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
実
費
を
勘
案
し
て
政
令
で
定
め
る
額
の
手
数
料
を
納
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

２

前
条
第
二
項
に
お
い
て
準
用
す
る
第
四
十
四
条
の
九
の
規
定
に
よ
り
行
政
機
関
非
識
別
加
工
情
報
の
利
用
に
関
す
る
契

約
を
締
結
す
る
者
は
、
政
令
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
前
項
の
政
令
で
定
め
る
額
を
参
酌
し
て
政
令
で
定
め
る
額
の
手

数
料
を
納
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
行
政
機
関
非
識
別
加
工
情
報
の
利
用
に
関
す
る
契
約
の
解
除
）

第
四
十
四
条
の
十
四

行
政
機
関
の
長
は
、
第
四
十
四
条
の
九
（
第
四
十
四
条
の
十
二
第
二
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を

含
む
。
）
の
規
定
に
よ
り
行
政
機
関
非
識
別
加
工
情
報
の
利
用
に
関
す
る
契
約
を
締
結
し
た
者
が
次
の
各
号
の
い
ず
れ
か

に
該
当
す
る
と
き
は
、
当
該
契
約
を
解
除
す
る
こ
と
が
で
き
る
。



二
一
頁

一

偽
り
そ
の
他
不
正
の
手
段
に
よ
り
当
該
契
約
を
締
結
し
た
と
き
。

二

第
四
十
四
条
の
六
各
号
（
第
四
十
四
条
の
十
二
第
二
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
の
い
ず
れ
か
に
該
当

す
る
こ
と
と
な
っ
た
と
き
。

三

当
該
契
約
に
お
い
て
定
め
ら
れ
た
事
項
に
つ
い
て
重
大
な
違
反
が
あ
っ
た
と
き
。

（
安
全
確
保
の
措
置
）

第
四
十
四
条
の
十
五

行
政
機
関
の
長
は
、
行
政
機
関
非
識
別
加
工
情
報
、
行
政
機
関
非
識
別
加
工
情
報
の
作
成
に
用
い
た

保
有
個
人
情
報
か
ら
削
除
し
た
記
述
等
及
び
個
人
識
別
符
号
並
び
に
第
四
十
四
条
の
十
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
行
っ
た
加

工
の
方
法
に
関
す
る
情
報
（
以
下
こ
の
条
及
び
次
条
に
お
い
て
「
行
政
機
関
非
識
別
加
工
情
報
等
」
と
い
う
。
）
の
漏
え

い
を
防
止
す
る
た
め
に
必
要
な
も
の
と
し
て
個
人
情
報
保
護
委
員
会
規
則
で
定
め
る
基
準
に
従
い
、
行
政
機
関
非
識
別
加

工
情
報
等
の
適
切
な
管
理
の
た
め
に
必
要
な
措
置
を
講
じ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

２

前
項
の
規
定
は
、
行
政
機
関
か
ら
行
政
機
関
非
識
別
加
工
情
報
等
の
取
扱
い
の
委
託
を
受
け
た
者
が
受
託
し
た
業
務
を

行
う
場
合
に
つ
い
て
準
用
す
る
。

（
従
事
者
の
義
務
）
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第
四
十
四
条
の
十
六

行
政
機
関
非
識
別
加
工
情
報
等
の
取
扱
い
に
従
事
す
る
行
政
機
関
の
職
員
若
し
く
は
職
員
で
あ
っ
た

者
又
は
前
条
第
二
項
の
受
託
業
務
に
従
事
し
て
い
る
者
若
し
く
は
従
事
し
て
い
た
者
は
、
そ
の
業
務
に
関
し
て
知
り
得
た

行
政
機
関
非
識
別
加
工
情
報
等
の
内
容
を
み
だ
り
に
他
人
に
知
ら
せ
、
又
は
不
当
な
目
的
に
利
用
し
て
は
な
ら
な
い
。

第
四
十
五
条
第
一
項
中
「
前
章
」
を
「
第
四
章
」
に
改
め
、
同
条
第
二
項
中
「
行
政
機
関
の
保
有
す
る
情
報
の
公
開
に
関

す
る
法
律
」
を
「
行
政
機
関
情
報
公
開
法
」
に
、
「
前
章
」
を
「
第
四
章
」
に
改
め
る
。

第
四
十
六
条
中
「
前
三
章
」
を
「
第
二
章
か
ら
前
章
ま
で
」
に
、
「
前
章
第
四
節
」
を
「
第
四
章
第
四
節
」
に
改
め
る
。

第
四
十
七
条
第
二
項
中
「
こ
の
法
律
」
の
下
に
「
（
前
章
を
除
く
。
第
四
十
九
条
第
一
項
、
第
五
十
条
及
び
第
五
十
一
条

に
お
い
て
同
じ
。
）
」
を
加
え
る
。

第
四
十
八
条
の
見
出
し
を
「
（
行
政
機
関
に
お
け
る
個
人
情
報
の
取
扱
い
に
関
す
る
苦
情
処
理
）
」
に
改
め
る
。

第
五
十
一
条
の
次
に
次
の
七
条
を
加
え
る
。

（
第
四
十
四
条
の
五
第
一
項
等
の
提
案
を
し
よ
う
と
す
る
者
に
対
す
る
情
報
の
提
供
等
）

第
五
十
一
条
の
二

行
政
機
関
の
長
は
、
第
四
十
四
条
の
五
第
一
項
又
は
第
四
十
四
条
の
十
二
第
一
項
の
提
案
を
し
よ
う
と

す
る
者
が
そ
れ
ぞ
れ
容
易
か
つ
的
確
に
当
該
提
案
を
す
る
こ
と
が
で
き
る
よ
う
、
当
該
提
案
に
資
す
る
情
報
の
提
供
そ
の
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他
当
該
提
案
を
し
よ
う
と
す
る
者
の
利
便
を
考
慮
し
た
適
切
な
措
置
を
講
ず
る
も
の
と
す
る
。

２

個
人
情
報
保
護
委
員
会
は
、
前
章
の
規
定
の
円
滑
な
運
用
を
確
保
す
る
た
め
、
総
合
的
な
案
内
所
を
整
備
す
る
も
の
と

す
る
。

（
行
政
機
関
に
お
け
る
行
政
機
関
非
識
別
加
工
情
報
の
取
扱
い
に
関
す
る
苦
情
処
理
）

第
五
十
一
条
の
三

行
政
機
関
の
長
は
、
行
政
機
関
に
お
け
る
行
政
機
関
非
識
別
加
工
情
報
の
取
扱
い
に
関
す
る
苦
情
の
適

切
か
つ
迅
速
な
処
理
に
努
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
報
告
の
要
求
）

第
五
十
一
条
の
四

個
人
情
報
保
護
委
員
会
は
、
行
政
機
関
の
長
に
対
し
、
前
章
の
規
定
の
施
行
の
状
況
に
つ
い
て
報
告
を

求
め
る
こ
と
が
で
き
る
。

（
資
料
の
提
出
の
要
求
及
び
実
地
調
査
）

第
五
十
一
条
の
五

個
人
情
報
保
護
委
員
会
は
、
前
条
に
定
め
る
も
の
の
ほ
か
、
前
章
の
規
定
の
円
滑
な
運
用
を
確
保
す
る

た
め
必
要
が
あ
る
と
認
め
る
と
き
は
、
行
政
機
関
の
長
に
対
し
、
行
政
機
関
に
お
け
る
行
政
機
関
非
識
別
加
工
情
報
の
取

扱
い
に
関
す
る
事
務
の
実
施
状
況
に
つ
い
て
、
資
料
の
提
出
及
び
説
明
を
求
め
、
又
は
そ
の
職
員
に
実
地
調
査
を
さ
せ
る



二
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こ
と
が
で
き
る
。

（
指
導
及
び
助
言
）

第
五
十
一
条
の
六

個
人
情
報
保
護
委
員
会
は
、
前
章
の
規
定
の
円
滑
な
運
用
を
確
保
す
る
た
め
必
要
が
あ
る
と
認
め
る
と

き
は
、
行
政
機
関
の
長
に
対
し
、
行
政
機
関
に
お
け
る
行
政
機
関
非
識
別
加
工
情
報
の
取
扱
い
に
つ
い
て
、
必
要
な
指
導

及
び
助
言
を
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

（
勧
告
）

第
五
十
一
条
の
七

個
人
情
報
保
護
委
員
会
は
、
前
章
の
規
定
の
円
滑
な
運
用
を
確
保
す
る
た
め
必
要
が
あ
る
と
認
め
る
と

き
は
、
行
政
機
関
の
長
に
対
し
、
行
政
機
関
に
お
け
る
行
政
機
関
非
識
別
加
工
情
報
の
取
扱
い
に
つ
い
て
勧
告
を
す
る
こ

と
が
で
き
る
。

（
個
人
情
報
保
護
委
員
会
の
権
限
の
行
使
の
制
限
）

第
五
十
一
条
の
八

個
人
情
報
の
保
護
に
関
す
る
法
律
第
四
十
三
条
第
一
項
の
規
定
の
趣
旨
に
照
ら
し
、
個
人
情
報
保
護
委

員
会
は
、
行
政
機
関
の
長
が
同
法
第
七
十
六
条
第
一
項
各
号
に
掲
げ
る
者
（
そ
れ
ぞ
れ
当
該
各
号
に
定
め
る
目
的
で
行
政

機
関
非
識
別
加
工
情
報
を
取
り
扱
う
場
合
に
限
る
。
）
に
対
し
て
行
政
機
関
非
識
別
加
工
情
報
を
提
供
す
る
行
為
に
つ
い
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て
は
、
そ
の
権
限
を
行
使
し
な
い
も
の
と
す
る
。

第
五
十
三
条
中
「
第
六
条
第
二
項
」
の
下
に
「
若
し
く
は
第
四
十
四
条
の
十
五
第
二
項
」
を
加
え
、
「
第
二
条
第
四
項
第

一
号
」
を
「
第
二
条
第
六
項
第
一
号
」
に
改
め
る
。

（
独
立
行
政
法
人
等
の
保
有
す
る
個
人
情
報
の
保
護
に
関
す
る
法
律
の
一
部
改
正
）

第
二
条

独
立
行
政
法
人
等
の
保
有
す
る
個
人
情
報
の
保
護
に
関
す
る
法
律
（
平
成
十
五
年
法
律
第
五
十
九
号
）
の
一
部
を
次

の
よ
う
に
改
正
す
る
。

「
第
四
章
の
二

独
立
行
政
法
人
等
非
識
別
加
工
情
報

目
次
中
「
第
五
章

雑
則
（
第
四
十
五
条
―
第
四
十
九
条
）
」
を

第
五
章

雑
則
（
第
四
十
五
条
―
第
四
十
九
条
）

の
提
供
（
第
四
十
四
条
の
二
―
第
四
十
四
条
の
十
六
）

に
改
め
る
。

」

第
一
条
中
「
か
ん
が
み
」
を
「
鑑
み
」
に
改
め
、
「
基
本
的
事
項
」
の
下
に
「
及
び
独
立
行
政
法
人
等
非
識
別
加
工
情
報

（
独
立
行
政
法
人
等
非
識
別
加
工
情
報
フ
ァ
イ
ル
を
構
成
す
る
も
の
に
限
る
。
）
の
提
供
に
関
す
る
事
項
」
を
加
え
、
「
図

り
つ
つ
」
を
「
図
り
、
並
び
に
個
人
情
報
の
適
正
か
つ
効
果
的
な
活
用
が
新
た
な
産
業
の
創
出
並
び
に
活
力
あ
る
経
済
社
会
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及
び
豊
か
な
国
民
生
活
の
実
現
に
資
す
る
も
の
で
あ
る
こ
と
そ
の
他
の
個
人
情
報
の
有
用
性
に
配
慮
し
つ
つ
」
に
改
め
る
。

第
二
条
第
二
項
中
「
当
該
情
報
に
含
ま
れ
る
氏
名
、
生
年
月
日
そ
の
他
の
記
述
等
に
よ
り
特
定
の
個
人
を
識
別
す
る
こ
と

が
で
き
る
も
の
（
他
の
情
報
と
照
合
す
る
こ
と
が
で
き
、
そ
れ
に
よ
り
特
定
の
個
人
を
識
別
す
る
こ
と
が
で
き
る
こ
と
と
な

る
も
の
を
含
む
。
）
」
を
「
次
の
各
号
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
も
の
」
に
改
め
、
同
項
に
次
の
各
号
を
加
え
る
。

一

当
該
情
報
に
含
ま
れ
る
氏
名
、
生
年
月
日
そ
の
他
の
記
述
等
（
文
書
、
図
画
若
し
く
は
電
磁
的
記
録
（
電
磁
的
方
式

（
電
子
的
方
式
、
磁
気
的
方
式
そ
の
他
人
の
知
覚
に
よ
っ
て
は
認
識
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
方
式
を
い
う
。
次
項
第
二

号
に
お
い
て
同
じ
。
）
で
作
ら
れ
る
記
録
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
に
記
載
さ
れ
、
若
し
く
は
記
録
さ
れ
、
又
は
音
声

、
動
作
そ
の
他
の
方
法
を
用
い
て
表
さ
れ
た
一
切
の
事
項
（
個
人
識
別
符
号
を
除
く
。
）
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
に

よ
り
特
定
の
個
人
を
識
別
す
る
こ
と
が
で
き
る
も
の
（
他
の
情
報
と
照
合
す
る
こ
と
が
で
き
、
そ
れ
に
よ
り
特
定
の
個

人
を
識
別
す
る
こ
と
が
で
き
る
こ
と
と
な
る
も
の
を
含
む
。
）

二

個
人
識
別
符
号
が
含
ま
れ
る
も
の

第
二
条
中
第
五
項
を
第
七
項
と
し
、
第
四
項
を
第
六
項
と
し
、
同
条
第
三
項
た
だ
し
書
中
「
平
成
十
三
年
法
律
第
百
四
十

号
」
の
下
に
「
。
以
下
「
独
立
行
政
法
人
等
情
報
公
開
法
」
と
い
う
。
」
を
加
え
、
同
項
を
同
条
第
五
項
と
し
、
同
条
第
二
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項
の
次
に
次
の
二
項
を
加
え
る
。

３

こ
の
法
律
に
お
い
て
「
個
人
識
別
符
号
」
と
は
、
次
の
各
号
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
文
字
、
番
号
、
記
号
そ
の
他
の

符
号
の
う
ち
、
政
令
で
定
め
る
も
の
を
い
う
。

一

特
定
の
個
人
の
身
体
の
一
部
の
特
徴
を
電
子
計
算
機
の
用
に
供
す
る
た
め
に
変
換
し
た
文
字
、
番
号
、
記
号
そ
の
他

の
符
号
で
あ
っ
て
、
当
該
特
定
の
個
人
を
識
別
す
る
こ
と
が
で
き
る
も
の

二

個
人
に
提
供
さ
れ
る
役
務
の
利
用
若
し
く
は
個
人
に
販
売
さ
れ
る
商
品
の
購
入
に
関
し
割
り
当
て
ら
れ
、
又
は
個
人

に
発
行
さ
れ
る
カ
ー
ド
そ
の
他
の
書
類
に
記
載
さ
れ
、
若
し
く
は
電
磁
的
方
式
に
よ
り
記
録
さ
れ
た
文
字
、
番
号
、
記

号
そ
の
他
の
符
号
で
あ
っ
て
、
そ
の
利
用
者
若
し
く
は
購
入
者
又
は
発
行
を
受
け
る
者
ご
と
に
異
な
る
も
の
と
な
る
よ

う
に
割
り
当
て
ら
れ
、
又
は
記
載
さ
れ
、
若
し
く
は
記
録
さ
れ
る
こ
と
に
よ
り
、
特
定
の
利
用
者
若
し
く
は
購
入
者
又

は
発
行
を
受
け
る
者
を
識
別
す
る
こ
と
が
で
き
る
も
の

４

こ
の
法
律
に
お
い
て
「
要
配
慮
個
人
情
報
」
と
は
、
本
人
の
人
種
、
信
条
、
社
会
的
身
分
、
病
歴
、
犯
罪
の
経
歴
、
犯

罪
に
よ
り
害
を
被
っ
た
事
実
そ
の
他
本
人
に
対
す
る
不
当
な
差
別
、
偏
見
そ
の
他
の
不
利
益
が
生
じ
な
い
よ
う
に
そ
の
取

扱
い
に
特
に
配
慮
を
要
す
る
も
の
と
し
て
政
令
で
定
め
る
記
述
等
が
含
ま
れ
る
個
人
情
報
を
い
う
。
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第
二
条
に
次
の
四
項
を
加
え
る
。

８

こ
の
法
律
に
お
い
て
「
非
識
別
加
工
情
報
」
と
は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
個
人
情
報
（
他
の
情
報
と
照
合
す
る
こ
と
が

で
き
、
そ
れ
に
よ
り
特
定
の
個
人
を
識
別
す
る
こ
と
が
で
き
る
こ
と
と
な
る
も
の
（
他
の
情
報
と
容
易
に
照
合
す
る
こ
と

が
で
き
、
そ
れ
に
よ
り
特
定
の
個
人
を
識
別
す
る
こ
と
が
で
き
る
こ
と
と
な
る
も
の
を
除
く
。
）
を
除
く
。
以
下
こ
の
項

に
お
い
て
同
じ
。
）
の
区
分
に
応
じ
て
当
該
各
号
に
定
め
る
措
置
を
講
じ
て
特
定
の
個
人
を
識
別
す
る
こ
と
が
で
き
な
い

（
個
人
に
関
す
る
情
報
に
つ
い
て
、
当
該
個
人
に
関
す
る
情
報
に
含
ま
れ
る
記
述
等
に
よ
り
、
又
は
当
該
個
人
に
関
す
る

情
報
が
他
の
情
報
と
照
合
す
る
こ
と
が
で
き
る
個
人
に
関
す
る
情
報
で
あ
る
場
合
に
あ
っ
て
は
他
の
情
報
（
当
該
個
人
に

関
す
る
情
報
の
全
部
又
は
一
部
を
含
む
個
人
情
報
そ
の
他
の
個
人
情
報
保
護
委
員
会
規
則
で
定
め
る
情
報
を
除
く
。
）
と

照
合
す
る
こ
と
に
よ
り
、
特
定
の
個
人
を
識
別
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
こ
と
を
い
う
。
第
四
十
四
条
の
十
第
一
項
に
お
い

て
同
じ
。
）
よ
う
に
個
人
情
報
を
加
工
し
て
得
ら
れ
る
個
人
に
関
す
る
情
報
で
あ
っ
て
、
当
該
個
人
情
報
を
復
元
す
る
こ

と
が
で
き
な
い
よ
う
に
し
た
も
の
を
い
う
。

一

第
二
項
第
一
号
に
該
当
す
る
個
人
情
報

当
該
個
人
情
報
に
含
ま
れ
る
記
述
等
の
一
部
を
削
除
す
る
こ
と
（
当
該
一

部
の
記
述
等
を
復
元
す
る
こ
と
の
で
き
る
規
則
性
を
有
し
な
い
方
法
に
よ
り
他
の
記
述
等
に
置
き
換
え
る
こ
と
を
含
む
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。
）
。

二

第
二
項
第
二
号
に
該
当
す
る
個
人
情
報

当
該
個
人
情
報
に
含
ま
れ
る
個
人
識
別
符
号
の
全
部
を
削
除
す
る
こ
と
（

当
該
個
人
識
別
符
号
を
復
元
す
る
こ
と
の
で
き
る
規
則
性
を
有
し
な
い
方
法
に
よ
り
他
の
記
述
等
に
置
き
換
え
る
こ
と

を
含
む
。
）
。

９

こ
の
法
律
に
お
い
て
「
独
立
行
政
法
人
等
非
識
別
加
工
情
報
」
と
は
、
次
の
各
号
の
い
ず
れ
に
も
該
当
す
る
個
人
情
報

フ
ァ
イ
ル
を
構
成
す
る
保
有
個
人
情
報
（
他
の
情
報
と
照
合
す
る
こ
と
が
で
き
、
そ
れ
に
よ
り
特
定
の
個
人
を
識
別
す
る

こ
と
が
で
き
る
こ
と
と
な
る
も
の
（
他
の
情
報
と
容
易
に
照
合
す
る
こ
と
が
で
き
、
そ
れ
に
よ
り
特
定
の
個
人
を
識
別
す

る
こ
と
が
で
き
る
こ
と
と
な
る
も
の
を
除
く
。
）
を
除
く
。
以
下
こ
の
項
に
お
い
て
同
じ
。
）
の
全
部
又
は
一
部
（
こ
れ

ら
の
一
部
に
独
立
行
政
法
人
等
情
報
公
開
法
第
五
条
に
規
定
す
る
不
開
示
情
報
（
同
条
第
一
号
に
掲
げ
る
情
報
を
除
く
。

以
下
こ
の
項
に
お
い
て
同
じ
。
）
が
含
ま
れ
て
い
る
と
き
は
、
当
該
不
開
示
情
報
に
該
当
す
る
部
分
を
除
く
。
）
を
加
工

し
て
得
ら
れ
る
非
識
別
加
工
情
報
を
い
う
。

一

第
十
一
条
第
二
項
各
号
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
も
の
又
は
同
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
同
条
第
一
項
に
規
定
す
る

個
人
情
報
フ
ァ
イ
ル
簿
に
掲
載
し
な
い
こ
と
と
さ
れ
る
も
の
で
な
い
こ
と
。
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二

独
立
行
政
法
人
等
情
報
公
開
法
第
二
条
第
一
項
に
規
定
す
る
独
立
行
政
法
人
等
に
対
し
、
当
該
個
人
情
報
フ
ァ
イ
ル

を
構
成
す
る
保
有
個
人
情
報
が
記
録
さ
れ
て
い
る
法
人
文
書
の
独
立
行
政
法
人
等
情
報
公
開
法
第
三
条
の
規
定
に
よ
る

開
示
の
請
求
が
あ
っ
た
と
し
た
な
ら
ば
、
当
該
独
立
行
政
法
人
等
が
次
の
い
ず
れ
か
を
行
う
こ
と
と
な
る
も
の
で
あ
る

こ
と
。

イ

当
該
法
人
文
書
に
記
録
さ
れ
て
い
る
保
有
個
人
情
報
の
全
部
又
は
一
部
を
開
示
す
る
旨
の
決
定
を
す
る
こ
と
。

ロ

独
立
行
政
法
人
等
情
報
公
開
法
第
十
四
条
第
一
項
又
は
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
意
見
書
の
提
出
の
機
会
を
与
え
る

こ
と
。

三

独
立
行
政
法
人
等
の
事
務
及
び
事
業
の
適
正
か
つ
円
滑
な
運
営
に
支
障
の
な
い
範
囲
内
で
、
第
四
十
四
条
の
十
第
一

項
の
基
準
に
従
い
、
当
該
個
人
情
報
フ
ァ
イ
ル
を
構
成
す
る
保
有
個
人
情
報
を
加
工
し
て
非
識
別
加
工
情
報
を
作
成
す

る
こ
と
が
で
き
る
も
の
で
あ
る
こ
と
。

こ
の
法
律
に
お
い
て
「
独
立
行
政
法
人
等
非
識
別
加
工
情
報
フ
ァ
イ
ル
」
と
は
、
独
立
行
政
法
人
等
非
識
別
加
工
情
報

10
を
含
む
情
報
の
集
合
物
で
あ
っ
て
、
次
に
掲
げ
る
も
の
を
い
う
。

一

特
定
の
独
立
行
政
法
人
等
非
識
別
加
工
情
報
を
電
子
計
算
機
を
用
い
て
検
索
す
る
こ
と
が
で
き
る
よ
う
に
体
系
的
に
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構
成
し
た
も
の

二

前
号
に
掲
げ
る
も
の
の
ほ
か
、
特
定
の
独
立
行
政
法
人
等
非
識
別
加
工
情
報
を
容
易
に
検
索
す
る
こ
と
が
で
き
る
よ

う
に
体
系
的
に
構
成
し
た
も
の
と
し
て
政
令
で
定
め
る
も
の

こ
の
法
律
に
お
い
て
「
独
立
行
政
法
人
等
非
識
別
加
工
情
報
取
扱
事
業
者
」
と
は
、
独
立
行
政
法
人
等
非
識
別
加
工
情

11
報
フ
ァ
イ
ル
を
事
業
の
用
に
供
し
て
い
る
者
を
い
う
。
た
だ
し
、
次
に
掲
げ
る
者
を
除
く
。

一

国
の
機
関

二

独
立
行
政
法
人
等

三

地
方
公
共
団
体

四

地
方
独
立
行
政
法
人
（
地
方
独
立
行
政
法
人
法
（
平
成
十
五
年
法
律
第
百
十
八
号
）
第
二
条
第
一
項
に
規
定
す
る
地

方
独
立
行
政
法
人
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）

第
四
条
中
「
電
子
的
方
式
、
磁
気
的
方
式
そ
の
他
人
の
知
覚
に
よ
っ
て
は
認
識
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
方
式
で
作
ら
れ
る

記
録
（
第
二
十
四
条
及
び
第
五
十
二
条
に
お
い
て
「
電
磁
的
記
録
」
と
い
う
。
）
」
を
「
電
磁
的
記
録
」
に
改
め
、
同
条
第

三
号
中
「
（
地
方
独
立
行
政
法
人
法
（
平
成
十
五
年
法
律
第
百
十
八
号
）
第
二
条
第
一
項
に
規
定
す
る
地
方
独
立
行
政
法
人
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を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
」
を
削
る
。

第
六
条
中
「
保
有
個
人
情
報
」
の
下
に
「
（
独
立
行
政
法
人
等
非
識
別
加
工
情
報
（
独
立
行
政
法
人
等
非
識
別
加
工
情
報

フ
ァ
イ
ル
を
構
成
す
る
も
の
に
限
る
。
次
条
第
二
項
に
お
い
て
同
じ
。
）
及
び
削
除
情
報
（
第
四
十
四
条
の
二
第
三
項
に
規

定
す
る
削
除
情
報
を
い
う
。
次
条
第
二
項
及
び
第
十
一
条
第
二
項
第
三
号
の
三
に
お
い
て
同
じ
。
）
に
該
当
す
る
も
の
を
除

く
。
次
条
第
一
項
、
第
九
条
及
び
第
十
二
条
第
一
項
に
お
い
て
同
じ
。
）
」
を
加
え
る
。

第
七
条
第
一
項
中
「
き
損
」
を
「
毀
損
」
に
改
め
、
同
条
第
二
項
中
「
個
人
情
報
」
の
下
に
「
（
独
立
行
政
法
人
等
非
識

別
加
工
情
報
及
び
削
除
情
報
に
該
当
す
る
も
の
を
除
く
。
次
条
、
第
三
十
八
条
及
び
第
四
十
七
条
に
お
い
て
同
じ
。
）
」
を

加
え
る
。

第
十
一
条
第
一
項
中
「
第
三
項
に
お
い
て
」
を
「
以
下
」
に
改
め
、
同
項
第
五
号
の
次
に
次
の
一
号
を
加
え
る
。

五
の
二

記
録
情
報
に
要
配
慮
個
人
情
報
が
含
ま
れ
る
と
き
は
、
そ
の
旨

第
十
一
条
第
二
項
第
三
号
の
次
に
次
の
二
号
を
加
え
る
。

三
の
二

独
立
行
政
法
人
等
非
識
別
加
工
情
報
フ
ァ
イ
ル
に
該
当
す
る
個
人
情
報
フ
ァ
イ
ル

三
の
三

記
録
情
報
に
削
除
情
報
が
含
ま
れ
る
個
人
情
報
フ
ァ
イ
ル
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第
十
四
条
第
二
号
中
「
含
む
。
）
」
の
下
に
「
若
し
く
は
個
人
識
別
符
号
が
含
ま
れ
る
も
の
」
を
加
え
る
。

第
十
五
条
第
二
項
中
「
記
述
等
」
の
下
に
「
及
び
個
人
識
別
符
号
」
を
加
え
る
。

第
二
十
二
条
第
二
項
及
び
第
三
十
四
条
第
二
項
中
「
第
二
条
第
三
項
」
を
「
第
二
条
第
五
項
」
に
改
め
る
。

第
四
章
の
次
に
次
の
一
章
を
加
え
る
。

第
四
章
の
二

独
立
行
政
法
人
等
非
識
別
加
工
情
報
の
提
供

（
独
立
行
政
法
人
等
非
識
別
加
工
情
報
の
作
成
及
び
提
供
等
）

第
四
十
四
条
の
二

独
立
行
政
法
人
等
は
、
こ
の
章
の
規
定
に
従
い
、
独
立
行
政
法
人
等
非
識
別
加
工
情
報
（
独
立
行
政
法

人
等
非
識
別
加
工
情
報
フ
ァ
イ
ル
を
構
成
す
る
も
の
に
限
る
。
以
下
こ
の
章
及
び
次
章
に
お
い
て
同
じ
。
）
を
作
成
し
、

及
び
提
供
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

２

独
立
行
政
法
人
等
は
、
法
令
に
基
づ
く
場
合
を
除
き
、
利
用
目
的
以
外
の
目
的
の
た
め
に
独
立
行
政
法
人
等
非
識
別
加

工
情
報
及
び
削
除
情
報
（
保
有
個
人
情
報
に
該
当
す
る
も
の
に
限
る
。
）
を
自
ら
利
用
し
、
又
は
提
供
し
て
は
な
ら
な
い
。

３

前
項
の
「
削
除
情
報
」
と
は
、
独
立
行
政
法
人
等
非
識
別
加
工
情
報
の
作
成
に
用
い
た
保
有
個
人
情
報
（
他
の
情
報
と

照
合
す
る
こ
と
が
で
き
、
そ
れ
に
よ
り
特
定
の
個
人
を
識
別
す
る
こ
と
が
で
き
る
こ
と
と
な
る
も
の
（
他
の
情
報
と
容
易
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に
照
合
す
る
こ
と
が
で
き
、
そ
れ
に
よ
り
特
定
の
個
人
を
識
別
す
る
こ
と
が
で
き
る
こ
と
と
な
る
も
の
を
除
く
。
）
を
除

く
。
以
下
こ
の
章
に
お
い
て
同
じ
。
）
か
ら
削
除
し
た
記
述
等
及
び
個
人
識
別
符
号
を
い
う
。

（
提
案
の
募
集
に
関
す
る
事
項
の
個
人
情
報
フ
ァ
イ
ル
簿
へ
の
記
載
）

第
四
十
四
条
の
三

独
立
行
政
法
人
等
は
、
当
該
独
立
行
政
法
人
等
が
保
有
し
て
い
る
個
人
情
報
フ
ァ
イ
ル
が
第
二
条
第
九

項
各
号
の
い
ず
れ
に
も
該
当
す
る
と
認
め
る
と
き
は
、
当
該
個
人
情
報
フ
ァ
イ
ル
に
つ
い
て
は
、
個
人
情
報
フ
ァ
イ
ル
簿

に
次
に
掲
げ
る
事
項
を
記
載
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
こ
の
場
合
に
お
け
る
当
該
個
人
情
報
フ
ァ
イ
ル
に
つ
い
て
の
第
十

一
条
第
一
項
の
規
定
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
同
項
中
「
次
に
掲
げ
る
事
項
」
と
あ
る
の
は
、
「
次
に
掲
げ
る
事
項
及
び
第

四
十
四
条
の
三
各
号
に
掲
げ
る
事
項
」
と
す
る
。

一

第
四
十
四
条
の
五
第
一
項
の
提
案
の
募
集
を
す
る
個
人
情
報
フ
ァ
イ
ル
で
あ
る
旨

二

第
四
十
四
条
の
五
第
一
項
の
提
案
を
受
け
る
組
織
の
名
称
及
び
所
在
地

三

当
該
個
人
情
報
フ
ァ
イ
ル
が
第
二
条
第
九
項
第
二
号
（
ロ
に
係
る
部
分
に
限
る
。
）
に
該
当
す
る
と
き
は
、
第
四
十

四
条
の
八
第
一
項
に
お
い
て
準
用
す
る
独
立
行
政
法
人
等
情
報
公
開
法
第
十
四
条
第
一
項
又
は
第
二
項
の
規
定
に
よ
り

意
見
書
の
提
出
の
機
会
が
与
え
ら
れ
る
旨
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（
提
案
の
募
集
）

第
四
十
四
条
の
四

独
立
行
政
法
人
等
は
、
個
人
情
報
保
護
委
員
会
規
則
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
定
期
的
に
、
当
該
独

立
行
政
法
人
等
が
保
有
し
て
い
る
個
人
情
報
フ
ァ
イ
ル
（
個
人
情
報
フ
ァ
イ
ル
簿
に
前
条
第
一
号
に
掲
げ
る
事
項
の
記
載

が
あ
る
も
の
に
限
る
。
以
下
こ
の
章
に
お
い
て
同
じ
。
）
に
つ
い
て
、
次
条
第
一
項
の
提
案
を
募
集
す
る
も
の
と
す
る
。

（
独
立
行
政
法
人
等
非
識
別
加
工
情
報
を
そ
の
用
に
供
し
て
行
う
事
業
に
関
す
る
提
案
）

第
四
十
四
条
の
五

前
条
の
規
定
に
よ
る
募
集
に
応
じ
て
個
人
情
報
フ
ァ
イ
ル
を
構
成
す
る
保
有
個
人
情
報
を
加
工
し
て
作

成
す
る
独
立
行
政
法
人
等
非
識
別
加
工
情
報
を
そ
の
事
業
の
用
に
供
す
る
独
立
行
政
法
人
等
非
識
別
加
工
情
報
取
扱
事
業

者
に
な
ろ
う
と
す
る
者
は
、
独
立
行
政
法
人
等
に
対
し
、
当
該
事
業
に
関
す
る
提
案
を
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

２

前
項
の
提
案
は
、
個
人
情
報
保
護
委
員
会
規
則
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
次
に
掲
げ
る
事
項
を
記
載
し
た
書
面
を
独

立
行
政
法
人
等
に
提
出
し
て
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一

提
案
を
す
る
者
の
氏
名
又
は
名
称
及
び
住
所
又
は
居
所
並
び
に
法
人
そ
の
他
の
団
体
に
あ
っ
て
は
、
そ
の
代
表
者
の

氏
名

二

提
案
に
係
る
個
人
情
報
フ
ァ
イ
ル
の
名
称
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三

提
案
に
係
る
独
立
行
政
法
人
等
非
識
別
加
工
情
報
の
本
人
の
数

四

前
号
に
掲
げ
る
も
の
の
ほ
か
、
提
案
に
係
る
独
立
行
政
法
人
等
非
識
別
加
工
情
報
の
作
成
に
用
い
る
第
四
十
四
条
の

十
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
加
工
の
方
法
を
特
定
す
る
に
足
り
る
事
項

五

提
案
に
係
る
独
立
行
政
法
人
等
非
識
別
加
工
情
報
の
利
用
の
目
的
及
び
方
法
そ
の
他
当
該
独
立
行
政
法
人
等
非
識
別

加
工
情
報
が
そ
の
用
に
供
さ
れ
る
事
業
の
内
容

六

提
案
に
係
る
独
立
行
政
法
人
等
非
識
別
加
工
情
報
を
前
号
の
事
業
の
用
に
供
し
よ
う
と
す
る
期
間

七

提
案
に
係
る
独
立
行
政
法
人
等
非
識
別
加
工
情
報
の
漏
え
い
の
防
止
そ
の
他
当
該
独
立
行
政
法
人
等
非
識
別
加
工
情

報
の
適
切
な
管
理
の
た
め
に
講
ず
る
措
置

八

前
各
号
に
掲
げ
る
も
の
の
ほ
か
、
個
人
情
報
保
護
委
員
会
規
則
で
定
め
る
事
項

３

前
項
の
書
面
に
は
、
次
に
掲
げ
る
書
面
そ
の
他
個
人
情
報
保
護
委
員
会
規
則
で
定
め
る
書
類
を
添
付
し
な
け
れ
ば
な
ら

な
い
。

一

第
一
項
の
提
案
を
す
る
者
が
次
条
各
号
の
い
ず
れ
に
も
該
当
し
な
い
こ
と
を
誓
約
す
る
書
面

二

前
項
第
五
号
の
事
業
が
新
た
な
産
業
の
創
出
又
は
活
力
あ
る
経
済
社
会
若
し
く
は
豊
か
な
国
民
生
活
の
実
現
に
資
す
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る
も
の
で
あ
る
こ
と
を
明
ら
か
に
す
る
書
面

（
欠
格
事
由
）

第
四
十
四
条
の
六

次
の
各
号
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
者
は
、
前
条
第
一
項
の
提
案
を
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
。

一

未
成
年
者
、
成
年
被
後
見
人
又
は
被
保
佐
人

二

破
産
手
続
開
始
の
決
定
を
受
け
て
復
権
を
得
な
い
者

三

禁
錮
以
上
の
刑
に
処
せ
ら
れ
、
又
は
こ
の
法
律
、
個
人
情
報
の
保
護
に
関
す
る
法
律
（
平
成
十
五
年
法
律
第
五
十
七

号
）
若
し
く
は
行
政
機
関
個
人
情
報
保
護
法
の
規
定
に
よ
り
刑
に
処
せ
ら
れ
、
そ
の
執
行
を
終
わ
り
、
又
は
執
行
を
受

け
る
こ
と
が
な
く
な
っ
た
日
か
ら
起
算
し
て
二
年
を
経
過
し
な
い
者

四

第
四
十
四
条
の
十
四
の
規
定
に
よ
り
独
立
行
政
法
人
等
非
識
別
加
工
情
報
の
利
用
に
関
す
る
契
約
を
解
除
さ
れ
、
そ

の
解
除
の
日
か
ら
起
算
し
て
二
年
を
経
過
し
な
い
者

五

行
政
機
関
個
人
情
報
保
護
法
第
四
十
四
条
の
十
四
の
規
定
に
よ
り
行
政
機
関
個
人
情
報
保
護
法
第
二
条
第
九
項
に
規

定
す
る
行
政
機
関
非
識
別
加
工
情
報
（
同
条
第
十
項
に
規
定
す
る
行
政
機
関
非
識
別
加
工
情
報
フ
ァ
イ
ル
を
構
成
す
る

も
の
に
限
る
。
）
の
利
用
に
関
す
る
契
約
を
解
除
さ
れ
、
そ
の
解
除
の
日
か
ら
起
算
し
て
二
年
を
経
過
し
な
い
者



三
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六

法
人
そ
の
他
の
団
体
で
あ
っ
て
、
そ
の
役
員
の
う
ち
に
前
各
号
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
者
が
あ
る
も
の

（
提
案
の
審
査
等
）

第
四
十
四
条
の
七

独
立
行
政
法
人
等
は
、
第
四
十
四
条
の
五
第
一
項
の
提
案
が
あ
っ
た
と
き
は
、
当
該
提
案
が
次
に
掲
げ

る
基
準
に
適
合
す
る
か
ど
う
か
を
審
査
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一

第
四
十
四
条
の
五
第
一
項
の
提
案
を
し
た
者
が
前
条
各
号
の
い
ず
れ
に
も
該
当
し
な
い
こ
と
。

二

第
四
十
四
条
の
五
第
二
項
第
三
号
の
提
案
に
係
る
独
立
行
政
法
人
等
非
識
別
加
工
情
報
の
本
人
の
数
が
、
独
立
行
政

法
人
等
非
識
別
加
工
情
報
の
効
果
的
な
活
用
の
観
点
か
ら
み
て
個
人
情
報
保
護
委
員
会
規
則
で
定
め
る
数
以
上
で
あ
り

、
か
つ
、
提
案
に
係
る
個
人
情
報
フ
ァ
イ
ル
を
構
成
す
る
保
有
個
人
情
報
の
本
人
の
数
以
下
で
あ
る
こ
と
。

三

第
四
十
四
条
の
五
第
二
項
第
三
号
及
び
第
四
号
に
掲
げ
る
事
項
に
よ
り
特
定
さ
れ
る
加
工
の
方
法
が
第
四
十
四
条
の

十
第
一
項
の
基
準
に
適
合
す
る
も
の
で
あ
る
こ
と
。

四

第
四
十
四
条
の
五
第
二
項
第
五
号
の
事
業
が
新
た
な
産
業
の
創
出
又
は
活
力
あ
る
経
済
社
会
若
し
く
は
豊
か
な
国
民

生
活
の
実
現
に
資
す
る
も
の
で
あ
る
こ
と
。

五

第
四
十
四
条
の
五
第
二
項
第
六
号
の
期
間
が
独
立
行
政
法
人
等
非
識
別
加
工
情
報
の
効
果
的
な
活
用
の
観
点
か
ら
み



三
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て
個
人
情
報
保
護
委
員
会
規
則
で
定
め
る
期
間
を
超
え
な
い
も
の
で
あ
る
こ
と
。

六

第
四
十
四
条
の
五
第
二
項
第
五
号
の
提
案
に
係
る
独
立
行
政
法
人
等
非
識
別
加
工
情
報
の
利
用
の
目
的
及
び
方
法
並

び
に
同
項
第
七
号
の
措
置
が
当
該
独
立
行
政
法
人
等
非
識
別
加
工
情
報
の
本
人
の
権
利
利
益
を
保
護
す
る
た
め
に
適
切

な
も
の
で
あ
る
こ
と
。

七

前
各
号
に
掲
げ
る
も
の
の
ほ
か
、
個
人
情
報
保
護
委
員
会
規
則
で
定
め
る
基
準
に
適
合
す
る
も
の
で
あ
る
こ
と
。

２

独
立
行
政
法
人
等
は
、
前
項
の
規
定
に
よ
り
審
査
し
た
結
果
、
第
四
十
四
条
の
五
第
一
項
の
提
案
が
前
項
各
号
に
掲
げ

る
基
準
に
適
合
す
る
と
認
め
る
と
き
は
、
個
人
情
報
保
護
委
員
会
規
則
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
当
該
提
案
を
し
た
者

に
対
し
、
次
に
掲
げ
る
事
項
を
通
知
す
る
も
の
と
す
る
。

一

第
四
十
四
条
の
九
の
規
定
に
よ
り
独
立
行
政
法
人
等
と
の
間
で
独
立
行
政
法
人
等
非
識
別
加
工
情
報
の
利
用
に
関
す

る
契
約
を
締
結
す
る
こ
と
が
で
き
る
旨

二

前
号
に
掲
げ
る
も
の
の
ほ
か
、
個
人
情
報
保
護
委
員
会
規
則
で
定
め
る
事
項

３

独
立
行
政
法
人
等
は
、
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
審
査
し
た
結
果
、
第
四
十
四
条
の
五
第
一
項
の
提
案
が
第
一
項
各
号
に

掲
げ
る
基
準
の
い
ず
れ
か
に
適
合
し
な
い
と
認
め
る
と
き
は
、
個
人
情
報
保
護
委
員
会
規
則
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、



四
〇
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当
該
提
案
を
し
た
者
に
対
し
、
理
由
を
付
し
て
、
そ
の
旨
を
通
知
す
る
も
の
と
す
る
。

（
第
三
者
に
対
す
る
意
見
書
提
出
の
機
会
の
付
与
等
）

第
四
十
四
条
の
八

個
人
情
報
フ
ァ
イ
ル
簿
に
第
四
十
四
条
の
三
第
三
号
に
掲
げ
る
事
項
の
記
載
が
あ
る
個
人
情
報
フ
ァ
イ

ル
に
係
る
第
四
十
四
条
の
五
第
一
項
の
提
案
に
つ
い
て
は
、
当
該
提
案
を
当
該
提
案
に
係
る
個
人
情
報
フ
ァ
イ
ル
を
構
成

す
る
保
有
個
人
情
報
が
記
録
さ
れ
て
い
る
法
人
文
書
の
独
立
行
政
法
人
等
情
報
公
開
法
第
三
条
の
規
定
に
よ
る
開
示
の
請

求
と
、
前
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
通
知
を
当
該
法
人
文
書
の
全
部
又
は
一
部
を
開
示
す
る
旨
の
決
定
と
み
な
し
て
、
独

立
行
政
法
人
等
情
報
公
開
法
第
十
四
条
第
一
項
及
び
第
二
項
の
規
定
を
準
用
す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
同
条
第
一
項

中
「
独
立
行
政
法
人
等
は
」
と
あ
る
の
は
、
「
独
立
行
政
法
人
等
（
独
立
行
政
法
人
等
の
保
有
す
る
個
人
情
報
の
保
護
に

関
す
る
法
律
第
二
条
第
一
項
に
規
定
す
る
独
立
行
政
法
人
等
を
い
う
。
次
項
に
お
い
て
同
じ
。
）
は
」
と
読
み
替
え
る
も

の
と
す
る
ほ
か
、
必
要
な
技
術
的
読
替
え
は
、
政
令
で
定
め
る
。

２

前
項
に
お
い
て
準
用
す
る
独
立
行
政
法
人
等
情
報
公
開
法
第
十
四
条
第
一
項
又
は
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
意
見
書
の
提

出
の
機
会
を
与
え
ら
れ
た
同
条
第
一
項
に
規
定
す
る
第
三
者
が
第
四
十
四
条
の
五
第
一
項
の
提
案
に
係
る
独
立
行
政
法
人

等
非
識
別
加
工
情
報
の
作
成
に
反
対
の
意
思
を
表
示
し
た
意
見
書
を
提
出
し
た
と
き
は
、
当
該
提
案
に
係
る
個
人
情
報
フ
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ァ
イ
ル
か
ら
当
該
第
三
者
を
本
人
と
す
る
保
有
個
人
情
報
を
除
い
た
部
分
を
当
該
提
案
に
係
る
個
人
情
報
フ
ァ
イ
ル
と
み

な
し
て
、
こ
の
章
の
規
定
を
適
用
す
る
。

（
独
立
行
政
法
人
等
非
識
別
加
工
情
報
の
利
用
に
関
す
る
契
約
の
締
結
）

第
四
十
四
条
の
九

第
四
十
四
条
の
七
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
通
知
を
受
け
た
者
は
、
個
人
情
報
保
護
委
員
会
規
則
で
定
め

る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
独
立
行
政
法
人
等
と
の
間
で
、
独
立
行
政
法
人
等
非
識
別
加
工
情
報
の
利
用
に
関
す
る
契
約
を
締
結

す
る
こ
と
が
で
き
る
。

（
独
立
行
政
法
人
等
非
識
別
加
工
情
報
の
作
成
等
）

第
四
十
四
条
の
十

独
立
行
政
法
人
等
は
、
独
立
行
政
法
人
等
非
識
別
加
工
情
報
を
作
成
す
る
と
き
は
、
特
定
の
個
人
を
識

別
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
よ
う
に
及
び
そ
の
作
成
に
用
い
る
保
有
個
人
情
報
を
復
元
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
よ
う
に
す
る

た
め
に
必
要
な
も
の
と
し
て
個
人
情
報
保
護
委
員
会
規
則
で
定
め
る
基
準
に
従
い
、
当
該
保
有
個
人
情
報
を
加
工
し
な
け

れ
ば
な
ら
な
い
。

２

前
項
の
規
定
は
、
独
立
行
政
法
人
等
か
ら
独
立
行
政
法
人
等
非
識
別
加
工
情
報
の
作
成
の
委
託
を
受
け
た
者
が
受
託
し

た
業
務
を
行
う
場
合
に
つ
い
て
準
用
す
る
。
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（
独
立
行
政
法
人
等
非
識
別
加
工
情
報
に
関
す
る
事
項
の
個
人
情
報
フ
ァ
イ
ル
簿
へ
の
記
載
）

第
四
十
四
条
の
十
一

独
立
行
政
法
人
等
は
、
独
立
行
政
法
人
等
非
識
別
加
工
情
報
を
作
成
し
た
と
き
は
、
当
該
独
立
行
政

法
人
等
非
識
別
加
工
情
報
の
作
成
に
用
い
た
保
有
個
人
情
報
を
含
む
個
人
情
報
フ
ァ
イ
ル
に
つ
い
て
は
、
個
人
情
報
フ
ァ

イ
ル
簿
に
次
に
掲
げ
る
事
項
を
記
載
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
こ
の
場
合
に
お
け
る
当
該
個
人
情
報
フ
ァ
イ
ル
に
つ
い
て

の
第
四
十
四
条
の
三
の
規
定
に
よ
り
読
み
替
え
ら
れ
た
第
十
一
条
第
一
項
の
規
定
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
同
項
中
「
及
び

第
四
十
四
条
の
三
各
号
」
と
あ
る
の
は
、
「
並
び
に
第
四
十
四
条
の
三
各
号
及
び
第
四
十
四
条
の
十
一
各
号
」
と
す
る
。

一

独
立
行
政
法
人
等
非
識
別
加
工
情
報
の
概
要
と
し
て
個
人
情
報
保
護
委
員
会
規
則
で
定
め
る
事
項

二

次
条
第
一
項
の
提
案
を
受
け
る
組
織
の
名
称
及
び
所
在
地

三

次
条
第
一
項
の
提
案
を
す
る
こ
と
が
で
き
る
期
間

（
作
成
さ
れ
た
独
立
行
政
法
人
等
非
識
別
加
工
情
報
を
そ
の
用
に
供
し
て
行
う
事
業
に
関
す
る
提
案
等
）

第
四
十
四
条
の
十
二

前
条
の
規
定
に
よ
り
個
人
情
報
フ
ァ
イ
ル
簿
に
同
条
第
一
号
に
掲
げ
る
事
項
が
記
載
さ
れ
た
独
立
行

政
法
人
等
非
識
別
加
工
情
報
を
そ
の
事
業
の
用
に
供
す
る
独
立
行
政
法
人
等
非
識
別
加
工
情
報
取
扱
事
業
者
に
な
ろ
う
と

す
る
者
は
、
独
立
行
政
法
人
等
に
対
し
、
当
該
事
業
に
関
す
る
提
案
を
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
当
該
独
立
行
政
法
人
等
非
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識
別
加
工
情
報
に
つ
い
て
第
四
十
四
条
の
九
の
規
定
に
よ
り
独
立
行
政
法
人
等
非
識
別
加
工
情
報
の
利
用
に
関
す
る
契
約

を
締
結
し
た
者
が
、
当
該
独
立
行
政
法
人
等
非
識
別
加
工
情
報
を
そ
の
用
に
供
す
る
事
業
を
変
更
し
よ
う
と
す
る
と
き
も

、
同
様
と
す
る
。

２

第
四
十
四
条
の
五
第
二
項
及
び
第
三
項
、
第
四
十
四
条
の
六
、
第
四
十
四
条
の
七
並
び
に
第
四
十
四
条
の
九
の
規
定
は

、
前
項
の
提
案
に
つ
い
て
準
用
す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
第
四
十
四
条
の
五
第
二
項
中
「
次
に
」
と
あ
る
の
は
「
第

一
号
及
び
第
四
号
か
ら
第
八
号
ま
で
に
」
と
、
同
項
第
四
号
中
「
前
号
に
掲
げ
る
も
の
の
ほ
か
、
提
案
」
と
あ
る
の
は
「

提
案
」
と
、
「
の
作
成
に
用
い
る
第
四
十
四
条
の
十
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
加
工
の
方
法
を
特
定
す
る
」
と
あ
る
の
は
「

を
特
定
す
る
」
と
、
同
項
第
八
号
中
「
前
各
号
」
と
あ
る
の
は
「
第
一
号
及
び
第
四
号
か
ら
前
号
ま
で
」
と
、
第
四
十
四

条
の
七
第
一
項
中
「
次
に
」
と
あ
る
の
は
「
第
一
号
及
び
第
四
号
か
ら
第
七
号
ま
で
に
」
と
、
同
項
第
七
号
中
「
前
各
号

」
と
あ
る
の
は
「
第
一
号
及
び
前
三
号
」
と
、
同
条
第
二
項
中
「
前
項
各
号
」
と
あ
る
の
は
「
前
項
第
一
号
及
び
第
四
号

か
ら
第
七
号
ま
で
」
と
、
同
条
第
三
項
中
「
第
一
項
各
号
」
と
あ
る
の
は
「
第
一
項
第
一
号
及
び
第
四
号
か
ら
第
七
号
ま

で
」
と
読
み
替
え
る
も
の
と
す
る
。

（
手
数
料
）



四
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第
四
十
四
条
の
十
三

第
四
十
四
条
の
九
（
前
条
第
二
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
次
条
に
お
い
て
同
じ
。
）
の

規
定
に
よ
り
独
立
行
政
法
人
等
非
識
別
加
工
情
報
の
利
用
に
関
す
る
契
約
を
締
結
す
る
者
は
、
独
立
行
政
法
人
等
の
定
め

る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
手
数
料
を
納
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

２

前
項
の
手
数
料
の
額
は
、
実
費
を
勘
案
し
、
か
つ
、
行
政
機
関
個
人
情
報
保
護
法
第
四
十
四
条
の
十
三
の
手
数
料
の
額

を
参
酌
し
て
、
独
立
行
政
法
人
等
が
定
め
る
。

３

独
立
行
政
法
人
等
は
、
前
二
項
の
規
定
に
よ
る
定
め
を
一
般
の
閲
覧
に
供
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
独
立
行
政
法
人
等
非
識
別
加
工
情
報
の
利
用
に
関
す
る
契
約
の
解
除
）

第
四
十
四
条
の
十
四

独
立
行
政
法
人
等
は
、
第
四
十
四
条
の
九
の
規
定
に
よ
り
独
立
行
政
法
人
等
非
識
別
加
工
情
報
の
利

用
に
関
す
る
契
約
を
締
結
し
た
者
が
次
の
各
号
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
と
き
は
、
当
該
契
約
を
解
除
す
る
こ
と
が
で
き

る
。

一

偽
り
そ
の
他
不
正
の
手
段
に
よ
り
当
該
契
約
を
締
結
し
た
と
き
。

二

第
四
十
四
条
の
六
各
号
（
第
四
十
四
条
の
十
二
第
二
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
の
い
ず
れ
か
に
該
当

す
る
こ
と
と
な
っ
た
と
き
。



四
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三

当
該
契
約
に
お
い
て
定
め
ら
れ
た
事
項
に
つ
い
て
重
大
な
違
反
が
あ
っ
た
と
き
。

（
安
全
確
保
の
措
置
）

第
四
十
四
条
の
十
五

独
立
行
政
法
人
等
は
、
独
立
行
政
法
人
等
非
識
別
加
工
情
報
、
独
立
行
政
法
人
等
非
識
別
加
工
情
報

の
作
成
に
用
い
た
保
有
個
人
情
報
か
ら
削
除
し
た
記
述
等
及
び
個
人
識
別
符
号
並
び
に
第
四
十
四
条
の
十
第
一
項
の
規
定

に
よ
り
行
っ
た
加
工
の
方
法
に
関
す
る
情
報
（
以
下
こ
の
条
及
び
次
条
に
お
い
て
「
独
立
行
政
法
人
等
非
識
別
加
工
情
報

等
」
と
い
う
。
）
の
漏
え
い
を
防
止
す
る
た
め
に
必
要
な
も
の
と
し
て
個
人
情
報
保
護
委
員
会
規
則
で
定
め
る
基
準
に
従

い
、
独
立
行
政
法
人
等
非
識
別
加
工
情
報
等
の
適
切
な
管
理
の
た
め
に
必
要
な
措
置
を
講
じ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

２

前
項
の
規
定
は
、
独
立
行
政
法
人
等
か
ら
独
立
行
政
法
人
等
非
識
別
加
工
情
報
等
の
取
扱
い
の
委
託
を
受
け
た
者
が
受

託
し
た
業
務
を
行
う
場
合
に
つ
い
て
準
用
す
る
。

（
従
事
者
の
義
務
）

第
四
十
四
条
の
十
六

次
に
掲
げ
る
者
は
、
そ
の
業
務
に
関
し
て
知
り
得
た
独
立
行
政
法
人
等
非
識
別
加
工
情
報
等
の
内
容

を
み
だ
り
に
他
人
に
知
ら
せ
、
又
は
不
当
な
目
的
に
利
用
し
て
は
な
ら
な
い
。

一

独
立
行
政
法
人
等
非
識
別
加
工
情
報
等
の
取
扱
い
に
従
事
す
る
独
立
行
政
法
人
等
の
役
員
若
し
く
は
職
員
又
は
こ
れ
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ら
の
職
に
あ
っ
た
者

二

前
条
第
二
項
の
受
託
業
務
に
従
事
し
て
い
る
者
又
は
従
事
し
て
い
た
者

第
四
十
五
条
中
「
独
立
行
政
法
人
等
の
保
有
す
る
情
報
の
公
開
に
関
す
る
法
律
」
を
「
独
立
行
政
法
人
等
情
報
公
開
法
」

に
、
「
前
章
」
を
「
第
四
章
」
に
改
め
る
。

第
四
十
六
条
第
二
項
中
「
こ
の
法
律
」
の
下
に
「
（
前
章
を
除
く
。
第
四
十
八
条
第
一
項
に
お
い
て
同
じ
。
）
」
を
加
え

る
。第

四
十
七
条
の
見
出
し
を
「
（
独
立
行
政
法
人
等
に
お
け
る
個
人
情
報
の
取
扱
い
に
関
す
る
苦
情
処
理
）
」
に
改
め
る
。

第
四
十
八
条
の
次
に
次
の
七
条
を
加
え
る
。

（
第
四
十
四
条
の
五
第
一
項
等
の
提
案
を
し
よ
う
と
す
る
者
に
対
す
る
情
報
の
提
供
等
）

第
四
十
八
条
の
二

独
立
行
政
法
人
等
は
、
第
四
十
四
条
の
五
第
一
項
又
は
第
四
十
四
条
の
十
二
第
一
項
の
提
案
を
し
よ
う

と
す
る
者
が
そ
れ
ぞ
れ
容
易
か
つ
的
確
に
当
該
提
案
を
す
る
こ
と
が
で
き
る
よ
う
、
当
該
提
案
に
資
す
る
情
報
の
提
供
そ

の
他
当
該
提
案
を
し
よ
う
と
す
る
者
の
利
便
を
考
慮
し
た
適
切
な
措
置
を
講
ず
る
も
の
と
す
る
。

２

個
人
情
報
保
護
委
員
会
は
、
前
章
の
規
定
の
円
滑
な
運
用
を
確
保
す
る
た
め
、
総
合
的
な
案
内
所
を
整
備
す
る
も
の
と
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す
る
。

（
独
立
行
政
法
人
等
に
お
け
る
独
立
行
政
法
人
等
非
識
別
加
工
情
報
の
取
扱
い
に
関
す
る
苦
情
処
理
）

第
四
十
八
条
の
三

独
立
行
政
法
人
等
は
、
独
立
行
政
法
人
等
に
お
け
る
独
立
行
政
法
人
等
非
識
別
加
工
情
報
の
取
扱
い
に

関
す
る
苦
情
の
適
切
か
つ
迅
速
な
処
理
に
努
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
報
告
の
要
求
）

第
四
十
八
条
の
四

個
人
情
報
保
護
委
員
会
は
、
独
立
行
政
法
人
等
に
対
し
、
前
章
の
規
定
の
施
行
の
状
況
に
つ
い
て
報
告

を
求
め
る
こ
と
が
で
き
る
。

（
資
料
の
提
出
の
要
求
及
び
実
地
調
査
）

第
四
十
八
条
の
五

個
人
情
報
保
護
委
員
会
は
、
前
条
に
定
め
る
も
の
の
ほ
か
、
前
章
の
規
定
の
円
滑
な
運
用
を
確
保
す
る

た
め
必
要
が
あ
る
と
認
め
る
と
き
は
、
独
立
行
政
法
人
等
に
対
し
、
独
立
行
政
法
人
等
に
お
け
る
独
立
行
政
法
人
等
非
識

別
加
工
情
報
の
取
扱
い
に
関
す
る
事
務
の
実
施
状
況
に
つ
い
て
、
資
料
の
提
出
及
び
説
明
を
求
め
、
又
は
そ
の
職
員
に
実

地
調
査
を
さ
せ
る
こ
と
が
で
き
る
。

（
指
導
及
び
助
言
）



四
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第
四
十
八
条
の
六

個
人
情
報
保
護
委
員
会
は
、
前
章
の
規
定
の
円
滑
な
運
用
を
確
保
す
る
た
め
必
要
が
あ
る
と
認
め
る
と

き
は
、
独
立
行
政
法
人
等
に
対
し
、
独
立
行
政
法
人
等
に
お
け
る
独
立
行
政
法
人
等
非
識
別
加
工
情
報
の
取
扱
い
に
つ
い

て
、
必
要
な
指
導
及
び
助
言
を
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

（
勧
告
）

第
四
十
八
条
の
七

個
人
情
報
保
護
委
員
会
は
、
前
章
の
規
定
の
円
滑
な
運
用
を
確
保
す
る
た
め
必
要
が
あ
る
と
認
め
る
と

き
は
、
独
立
行
政
法
人
等
に
対
し
、
独
立
行
政
法
人
等
に
お
け
る
独
立
行
政
法
人
等
非
識
別
加
工
情
報
の
取
扱
い
に
つ
い

て
勧
告
を
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

（
個
人
情
報
保
護
委
員
会
の
権
限
の
行
使
の
制
限
）

第
四
十
八
条
の
八

個
人
情
報
保
護
委
員
会
は
、
第
四
十
八
条
の
四
か
ら
前
条
ま
で
の
規
定
に
よ
り
独
立
行
政
法
人
等
に
対

し
報
告
、
資
料
の
提
出
若
し
く
は
説
明
の
要
求
、
実
地
調
査
、
指
導
、
助
言
又
は
勧
告
を
行
う
に
当
た
っ
て
は
、
学
問
の

自
由
を
妨
げ
て
は
な
ら
な
い
。

２

個
人
情
報
の
保
護
に
関
す
る
法
律
第
四
十
三
条
第
一
項
の
規
定
の
趣
旨
に
照
ら
し
、
個
人
情
報
保
護
委
員
会
は
、
独
立

行
政
法
人
等
が
同
法
第
七
十
六
条
第
一
項
各
号
に
掲
げ
る
者
（
そ
れ
ぞ
れ
当
該
各
号
に
定
め
る
目
的
で
独
立
行
政
法
人
等



四
九
頁

非
識
別
加
工
情
報
を
取
り
扱
う
場
合
に
限
る
。
）
に
対
し
て
独
立
行
政
法
人
等
非
識
別
加
工
情
報
を
提
供
す
る
行
為
に
つ

い
て
は
、
そ
の
権
限
を
行
使
し
な
い
も
の
と
す
る
。

第
五
十
条
中
「
第
二
条
第
四
項
第
一
号
」
を
「
第
二
条
第
六
項
第
一
号
」
に
改
め
、
同
条
第
二
号
中
「
第
七
条
第
二
項
」

の
下
に
「
若
し
く
は
第
四
十
四
条
の
十
五
第
二
項
」
を
加
え
る
。

（
行
政
機
関
の
保
有
す
る
情
報
の
公
開
に
関
す
る
法
律
の
一
部
改
正
）

第
三
条

行
政
機
関
の
保
有
す
る
情
報
の
公
開
に
関
す
る
法
律
（
平
成
十
一
年
法
律
第
四
十
二
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改

正
す
る
。

第
五
条
第
一
号
中
「
記
述
等
」
の
下
に
「
（
文
書
、
図
画
若
し
く
は
電
磁
的
記
録
に
記
載
さ
れ
、
若
し
く
は
記
録
さ
れ
、

又
は
音
声
、
動
作
そ
の
他
の
方
法
を
用
い
て
表
さ
れ
た
一
切
の
事
項
を
い
う
。
次
条
第
二
項
に
お
い
て
同
じ
。
）
」
を
加
え

、
同
号
の
次
に
次
の
一
号
を
加
え
る
。

一
の
二

行
政
機
関
の
保
有
す
る
個
人
情
報
の
保
護
に
関
す
る
法
律
（
平
成
十
五
年
法
律
第
五
十
八
号
）
第
二
条
第
九
項

に
規
定
す
る
行
政
機
関
非
識
別
加
工
情
報
（
同
条
第
十
項
に
規
定
す
る
行
政
機
関
非
識
別
加
工
情
報
フ
ァ
イ
ル
を
構
成

す
る
も
の
に
限
る
。
以
下
こ
の
号
に
お
い
て
「
行
政
機
関
非
識
別
加
工
情
報
」
と
い
う
。
）
若
し
く
は
行
政
機
関
非
識



五
〇
頁

別
加
工
情
報
の
作
成
に
用
い
た
同
条
第
五
項
に
規
定
す
る
保
有
個
人
情
報
（
他
の
情
報
と
照
合
す
る
こ
と
が
で
き
、
そ

れ
に
よ
り
特
定
の
個
人
を
識
別
す
る
こ
と
が
で
き
る
こ
と
と
な
る
も
の
（
他
の
情
報
と
容
易
に
照
合
す
る
こ
と
が
で
き

、
そ
れ
に
よ
り
特
定
の
個
人
を
識
別
す
る
こ
と
が
で
き
る
こ
と
と
な
る
も
の
を
除
く
。
）
を
除
く
。
）
か
ら
削
除
し
た

同
条
第
二
項
第
一
号
に
規
定
す
る
記
述
等
若
し
く
は
同
条
第
三
項
に
規
定
す
る
個
人
識
別
符
号
又
は
独
立
行
政
法
人
等

の
保
有
す
る
個
人
情
報
の
保
護
に
関
す
る
法
律
（
平
成
十
五
年
法
律
第
五
十
九
号
）
第
二
条
第
九
項
に
規
定
す
る
独
立

行
政
法
人
等
非
識
別
加
工
情
報
（
同
条
第
十
項
に
規
定
す
る
独
立
行
政
法
人
等
非
識
別
加
工
情
報
フ
ァ
イ
ル
を
構
成
す

る
も
の
に
限
る
。
以
下
こ
の
号
に
お
い
て
「
独
立
行
政
法
人
等
非
識
別
加
工
情
報
」
と
い
う
。
）
若
し
く
は
独
立
行
政

法
人
等
非
識
別
加
工
情
報
の
作
成
に
用
い
た
同
条
第
五
項
に
規
定
す
る
保
有
個
人
情
報
（
他
の
情
報
と
照
合
す
る
こ
と

が
で
き
、
そ
れ
に
よ
り
特
定
の
個
人
を
識
別
す
る
こ
と
が
で
き
る
こ
と
と
な
る
も
の
（
他
の
情
報
と
容
易
に
照
合
す
る

こ
と
が
で
き
、
そ
れ
に
よ
り
特
定
の
個
人
を
識
別
す
る
こ
と
が
で
き
る
こ
と
と
な
る
も
の
を
除
く
。
）
を
除
く
。
）
か

ら
削
除
し
た
同
条
第
二
項
第
一
号
に
規
定
す
る
記
述
等
若
し
く
は
同
条
第
三
項
に
規
定
す
る
個
人
識
別
符
号

第
七
条
中
「
不
開
示
情
報
」
の
下
に
「
（
第
五
条
第
一
号
の
二
に
掲
げ
る
情
報
を
除
く
。
）
」
を
加
え
る
。

（
独
立
行
政
法
人
等
の
保
有
す
る
情
報
の
公
開
に
関
す
る
法
律
の
一
部
改
正
）



五
一
頁

第
四
条

独
立
行
政
法
人
等
の
保
有
す
る
情
報
の
公
開
に
関
す
る
法
律
（
平
成
十
三
年
法
律
第
百
四
十
号
）
の
一
部
を
次
の
よ

う
に
改
正
す
る
。

第
五
条
第
一
号
中
「
記
述
等
」
の
下
に
「
（
文
書
、
図
画
若
し
く
は
電
磁
的
記
録
に
記
載
さ
れ
、
若
し
く
は
記
録
さ
れ
、

又
は
音
声
、
動
作
そ
の
他
の
方
法
を
用
い
て
表
さ
れ
た
一
切
の
事
項
を
い
う
。
次
条
第
二
項
に
お
い
て
同
じ
。
）
」
を
加
え

、
同
号
の
次
に
次
の
一
号
を
加
え
る
。

一
の
二

行
政
機
関
の
保
有
す
る
個
人
情
報
の
保
護
に
関
す
る
法
律
（
平
成
十
五
年
法
律
第
五
十
八
号
）
第
二
条
第
九
項

に
規
定
す
る
行
政
機
関
非
識
別
加
工
情
報
（
同
条
第
十
項
に
規
定
す
る
行
政
機
関
非
識
別
加
工
情
報
フ
ァ
イ
ル
を
構
成

す
る
も
の
に
限
る
。
以
下
こ
の
号
に
お
い
て
「
行
政
機
関
非
識
別
加
工
情
報
」
と
い
う
。
）
若
し
く
は
行
政
機
関
非
識

別
加
工
情
報
の
作
成
に
用
い
た
同
条
第
五
項
に
規
定
す
る
保
有
個
人
情
報
（
他
の
情
報
と
照
合
す
る
こ
と
が
で
き
、
そ

れ
に
よ
り
特
定
の
個
人
を
識
別
す
る
こ
と
が
で
き
る
こ
と
と
な
る
も
の
（
他
の
情
報
と
容
易
に
照
合
す
る
こ
と
が
で
き

、
そ
れ
に
よ
り
特
定
の
個
人
を
識
別
す
る
こ
と
が
で
き
る
こ
と
と
な
る
も
の
を
除
く
。
）
を
除
く
。
）
か
ら
削
除
し
た

同
条
第
二
項
第
一
号
に
規
定
す
る
記
述
等
若
し
く
は
同
条
第
三
項
に
規
定
す
る
個
人
識
別
符
号
又
は
独
立
行
政
法
人
等

の
保
有
す
る
個
人
情
報
の
保
護
に
関
す
る
法
律
（
平
成
十
五
年
法
律
第
五
十
九
号
）
第
二
条
第
九
項
に
規
定
す
る
独
立



五
二
頁

行
政
法
人
等
非
識
別
加
工
情
報
（
同
条
第
十
項
に
規
定
す
る
独
立
行
政
法
人
等
非
識
別
加
工
情
報
フ
ァ
イ
ル
を
構
成
す

る
も
の
に
限
る
。
以
下
こ
の
号
に
お
い
て
「
独
立
行
政
法
人
等
非
識
別
加
工
情
報
」
と
い
う
。
）
若
し
く
は
独
立
行
政

法
人
等
非
識
別
加
工
情
報
の
作
成
に
用
い
た
同
条
第
五
項
に
規
定
す
る
保
有
個
人
情
報
（
他
の
情
報
と
照
合
す
る
こ
と

が
で
き
、
そ
れ
に
よ
り
特
定
の
個
人
を
識
別
す
る
こ
と
が
で
き
る
こ
と
と
な
る
も
の
（
他
の
情
報
と
容
易
に
照
合
す
る

こ
と
が
で
き
、
そ
れ
に
よ
り
特
定
の
個
人
を
識
別
す
る
こ
と
が
で
き
る
こ
と
と
な
る
も
の
を
除
く
。
）
を
除
く
。
）
か

ら
削
除
し
た
同
条
第
二
項
第
一
号
に
規
定
す
る
記
述
等
若
し
く
は
同
条
第
三
項
に
規
定
す
る
個
人
識
別
符
号

第
七
条
中
「
不
開
示
情
報
」
の
下
に
「
（
第
五
条
第
一
号
の
二
に
掲
げ
る
情
報
を
除
く
。
）
」
を
加
え
る
。

附

則

（
施
行
期
日
）

第
一
条

こ
の
法
律
は
、
公
布
の
日
か
ら
起
算
し
て
一
年
六
月
を
超
え
な
い
範
囲
内
に
お
い
て
政
令
で
定
め
る
日
か
ら
施
行
す

る
。
た
だ
し
、
附
則
第
三
条
及
び
第
四
条
の
規
定
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

（
行
政
機
関
の
保
有
す
る
個
人
情
報
の
保
護
に
関
す
る
法
律
の
一
部
改
正
に
伴
う
経
過
措
置
）

第
二
条

こ
の
法
律
の
施
行
の
際
現
に
第
一
条
の
規
定
に
よ
る
改
正
後
の
行
政
機
関
の
保
有
す
る
個
人
情
報
の
保
護
に
関
す
る



五
三
頁

法
律
（
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
「
新
行
政
機
関
個
人
情
報
保
護
法
」
と
い
う
。
）
第
二
条
第
一
項
に
規
定
す
る
行
政
機
関
が

保
有
し
て
い
る
同
条
第
六
項
に
規
定
す
る
個
人
情
報
フ
ァ
イ
ル
で
あ
っ
て
、
新
行
政
機
関
個
人
情
報
保
護
法
第
十
条
第
一
項

第
五
号
に
規
定
す
る
記
録
情
報
に
新
行
政
機
関
個
人
情
報
保
護
法
第
二
条
第
四
項
に
規
定
す
る
要
配
慮
個
人
情
報
を
含
む
も

の
に
つ
い
て
の
新
行
政
機
関
個
人
情
報
保
護
法
第
十
条
第
一
項
の
規
定
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
同
項
中
「
保
有
し
よ
う
と
す

る
」
と
あ
る
の
は
「
保
有
し
て
い
る
」
と
、
「
あ
ら
か
じ
め
」
と
あ
る
の
は
「
行
政
機
関
等
の
保
有
す
る
個
人
情
報
の
適
正

か
つ
効
果
的
な
活
用
に
よ
る
新
た
な
産
業
の
創
出
並
び
に
活
力
あ
る
経
済
社
会
及
び
豊
か
な
国
民
生
活
の
実
現
に
資
す
る
た

め
の
関
係
法
律
の
整
備
に
関
す
る
法
律
（
平
成
二
十
八
年
法
律
第

号
）
の
施
行
後
遅
滞
な
く
」
と
す
る
。

（
政
令
へ
の
委
任
）

第
三
条

前
条
に
定
め
る
も
の
の
ほ
か
、
こ
の
法
律
の
施
行
に
関
し
必
要
な
経
過
措
置
は
、
政
令
で
定
め
る
。

（
個
人
情
報
の
一
体
的
な
利
用
促
進
に
係
る
措
置
）

第
四
条

政
府
は
、
こ
の
法
律
の
公
布
後
二
年
以
内
に
、
個
人
情
報
の
保
護
に
関
す
る
法
律
（
平
成
十
五
年
法
律
第
五
十
七
号

）
第
二
条
第
五
項
に
規
定
す
る
個
人
情
報
取
扱
事
業
者
、
同
項
第
一
号
に
規
定
す
る
国
の
機
関
、
同
項
第
二
号
に
規
定
す
る

地
方
公
共
団
体
、
同
項
第
三
号
に
規
定
す
る
独
立
行
政
法
人
等
及
び
同
項
第
四
号
に
規
定
す
る
地
方
独
立
行
政
法
人
が
保
有



五
四
頁

す
る
同
条
第
一
項
に
規
定
す
る
個
人
情
報
が
一
体
的
に
利
用
さ
れ
る
こ
と
が
公
共
の
利
益
の
増
進
及
び
豊
か
な
国
民
生
活
の

実
現
に
特
に
資
す
る
と
考
え
ら
れ
る
分
野
に
お
け
る
個
人
情
報
の
一
体
的
な
利
用
の
促
進
の
た
め
の
措
置
を
講
ず
る
。

２

個
人
情
報
の
保
護
に
関
す
る
法
律
及
び
行
政
手
続
に
お
け
る
特
定
の
個
人
を
識
別
す
る
た
め
の
番
号
の
利
用
等
に
関
す
る

法
律
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
（
平
成
二
十
七
年
法
律
第
六
十
五
号
）
の
施
行
の
日
ま
で
の
間
に
お
け
る
前
項
の
規
定
の
適

用
に
つ
い
て
は
、
同
項
中
「
第
二
条
第
五
項
」
と
あ
る
の
は
、
「
第
二
条
第
三
項
」
と
す
る
。

（
鉄
道
抵
当
法
等
の
一
部
改
正
）

第
五
条

次
に
掲
げ
る
法
律
の
規
定
中
「
第
二
条
第
三
項
」
を
「
第
二
条
第
五
項
」
に
改
め
る
。

一

鉄
道
抵
当
法
（
明
治
三
十
八
年
法
律
第
五
十
三
号
）
第
三
十
八
条
ノ
二
第
三
項

二

戸
籍
法
（
昭
和
二
十
二
年
法
律
第
二
百
二
十
四
号
）
第
百
二
十
九
条

三

漁
業
法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
二
百
六
十
七
号
）
第
五
十
条
第
四
項

四

鉱
業
法
（
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
二
百
八
十
九
号
）
第
五
十
九
条
第
六
項

五

道
路
運
送
車
両
法
（
昭
和
二
十
六
年
法
律
第
百
八
十
五
号
）
第
三
十
六
条
の
四
第
四
項

六

航
空
法
（
昭
和
二
十
七
年
法
律
第
二
百
三
十
一
号
）
第
八
条
の
五
第
二
項



五
五
頁

七

特
定
多
目
的
ダ
ム
法
（
昭
和
三
十
二
年
法
律
第
三
十
五
号
）
第
二
十
六
条
第
五
項

八

特
許
法
（
昭
和
三
十
四
年
法
律
第
百
二
十
一
号
）
第
百
八
十
六
条
第
四
項

九

意
匠
法
（
昭
和
三
十
四
年
法
律
第
百
二
十
五
号
）
第
六
十
三
条
第
四
項

十

商
標
法
（
昭
和
三
十
四
年
法
律
第
百
二
十
七
号
）
第
七
十
二
条
第
四
項

十
一

商
業
登
記
法
（
昭
和
三
十
八
年
法
律
第
百
二
十
五
号
）
第
百
四
十
一
条

十
二

著
作
権
法
（
昭
和
四
十
五
年
法
律
第
四
十
八
号
）
第
七
十
八
条
第
九
項

十
三

日
本
国
と
大
韓
民
国
と
の
間
の
両
国
に
隣
接
す
る
大
陸
棚
の
南
部
の
共
同
開
発
に
関
す
る
協
定
の
実
施
に
伴
う
石
油

だ
な

及
び
可
燃
性
天
然
ガ
ス
資
源
の
開
発
に
関
す
る
特
別
措
置
法
（
昭
和
五
十
三
年
法
律
第
八
十
一
号
）
第
三
十
二
条
第
六
項

十
四

電
子
情
報
処
理
組
織
に
よ
る
登
記
事
務
処
理
の
円
滑
化
の
た
め
の
措
置
等
に
関
す
る
法
律
（
昭
和
六
十
年
法
律
第
三

十
三
号
）
第
六
条
第
二
項

十
五

半
導
体
集
積
回
路
の
回
路
配
置
に
関
す
る
法
律
（
昭
和
六
十
年
法
律
第
四
十
三
号
）
第
四
十
八
条
第
三
項

十
六

工
業
所
有
権
に
関
す
る
手
続
等
の
特
例
に
関
す
る
法
律
（
平
成
二
年
法
律
第
三
十
号
）
第
十
二
条
第
五
項

十
七

種
苗
法
（
平
成
十
年
法
律
第
八
十
三
号
）
第
五
十
三
条
第
三
項



五
六
頁

十
八

動
産
及
び
債
権
の
譲
渡
の
対
抗
要
件
に
関
す
る
民
法
の
特
例
等
に
関
す
る
法
律
（
平
成
十
年
法
律
第
百
四
号
）
第
十

八
条

十
九

民
間
資
金
等
の
活
用
に
よ
る
公
共
施
設
等
の
整
備
等
の
促
進
に
関
す
る
法
律
（
平
成
十
一
年
法
律
第
百
十
七
号
）
第

二
十
七
条
第
五
項

二
十

後
見
登
記
等
に
関
す
る
法
律
（
平
成
十
一
年
法
律
第
百
五
十
二
号
）
第
十
四
条

二
十
一

小
型
船
舶
の
登
録
等
に
関
す
る
法
律
（
平
成
十
三
年
法
律
第
百
二
号
）
第
三
十
一
条
第
四
項

二
十
二

情
報
公
開
・
個
人
情
報
保
護
審
査
会
設
置
法
（
平
成
十
五
年
法
律
第
六
十
号
）
第
八
条
第
三
項
第
一
号

二
十
三

不
動
産
登
記
法
（
平
成
十
六
年
法
律
第
百
二
十
三
号
）
第
百
五
十
五
条
及
び
附
則
第
四
条
第
四
項

二
十
四

更
生
保
護
法
（
平
成
十
九
年
法
律
第
八
十
八
号
）
第
九
十
六
条
の
二
第
一
項

二
十
五

日
本
年
金
機
構
法
（
平
成
十
九
年
法
律
第
百
九
号
）
第
三
十
八
条
第
九
項
及
び
第
十
項

（
個
人
情
報
の
保
護
に
関
す
る
法
律
の
一
部
改
正
）

第
六
条

個
人
情
報
の
保
護
に
関
す
る
法
律
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
三
十
八
条
中
「
第
三
十
六
条
第
一
項
」
の
下
に
「
、
行
政
機
関
の
保
有
す
る
個
人
情
報
の
保
護
に
関
す
る
法
律
（
平
成



五
七
頁

十
五
年
法
律
第
五
十
八
号
）
第
四
十
四
条
の
十
第
一
項
（
同
条
第
二
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
若
し
く
は
独

立
行
政
法
人
等
の
保
有
す
る
個
人
情
報
の
保
護
に
関
す
る
法
律
第
四
十
四
条
の
十
第
一
項
（
同
条
第
二
項
に
お
い
て
準
用
す

る
場
合
を
含
む
。
）
」
を
加
え
る
。

第
六
十
一
条
第
二
号
中
「
個
人
情
報
及
び
」
を
「
個
人
情
報
取
扱
事
業
者
に
お
け
る
個
人
情
報
の
取
扱
い
並
び
に
個
人
情

報
取
扱
事
業
者
及
び
匿
名
加
工
情
報
取
扱
事
業
者
に
お
け
る
」
に
、
「
並
び
に
」
を
「
、
行
政
機
関
の
保
有
す
る
個
人
情
報

の
保
護
に
関
す
る
法
律
第
二
条
第
一
項
に
規
定
す
る
行
政
機
関
に
お
け
る
同
条
第
九
項
に
規
定
す
る
行
政
機
関
非
識
別
加
工

情
報
（
同
条
第
十
項
に
規
定
す
る
行
政
機
関
非
識
別
加
工
情
報
フ
ァ
イ
ル
を
構
成
す
る
も
の
に
限
る
。
）
の
取
扱
い
に
関
す

る
監
視
、
独
立
行
政
法
人
等
に
お
け
る
独
立
行
政
法
人
等
の
保
有
す
る
個
人
情
報
の
保
護
に
関
す
る
法
律
第
二
条
第
九
項
に

規
定
す
る
独
立
行
政
法
人
等
非
識
別
加
工
情
報
（
同
条
第
十
項
に
規
定
す
る
独
立
行
政
法
人
等
非
識
別
加
工
情
報
フ
ァ
イ
ル

を
構
成
す
る
も
の
に
限
る
。
）
の
取
扱
い
に
関
す
る
監
督
並
び
に
個
人
情
報
及
び
匿
名
加
工
情
報
の
取
扱
い
に
関
す
る
」
に

改
め
る
。

（
行
政
手
続
に
お
け
る
特
定
の
個
人
を
識
別
す
る
た
め
の
番
号
の
利
用
等
に
関
す
る
法
律
の
一
部
改
正
）

第
七
条

行
政
手
続
に
お
け
る
特
定
の
個
人
を
識
別
す
る
た
め
の
番
号
の
利
用
等
に
関
す
る
法
律
（
平
成
二
十
五
年
法
律
第
二



五
八
頁

十
七
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
二
条
第
四
項
中
「
第
二
条
第
四
項
に
規
定
す
る
個
人
情
報
フ
ァ
イ
ル
」
を
「
第
二
条
第
六
項
に
規
定
す
る
個
人
情
報
フ

ァ
イ
ル
」
に
改
め
る
。



五
九
頁

理

由

個
人
情
報
の
適
正
か
つ
効
果
的
な
活
用
が
新
た
な
産
業
の
創
出
並
び
に
活
力
あ
る
経
済
社
会
及
び
豊
か
な
国
民
生
活
の
実
現

に
資
す
る
も
の
で
あ
る
こ
と
を
踏
ま
え
、
行
政
並
び
に
独
立
行
政
法
人
等
の
事
務
及
び
事
業
の
適
正
か
つ
円
滑
な
運
営
並
び
に

個
人
の
権
利
利
益
の
保
護
に
支
障
が
な
い
範
囲
内
に
お
い
て
、
行
政
機
関
及
び
独
立
行
政
法
人
等
の
保
有
す
る
個
人
情
報
を
加

工
し
て
作
成
す
る
非
識
別
加
工
情
報
を
事
業
の
用
に
供
し
よ
う
と
す
る
者
に
提
供
す
る
た
め
の
仕
組
み
を
設
け
る
ほ
か
、
所
要

の
規
定
の
整
備
を
行
う
必
要
が
あ
る
。
こ
れ
が
、
こ
の
法
律
案
を
提
出
す
る
理
由
で
あ
る
。


